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要
旨近

世
北
奥
地
域
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
構
造
・
大
き
さ
の
漁
船
が
ど
の
程
度
つ
く

ら
れ
た
の
か
、
い
か
な
る
地
域
的
特
徴
が
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
歴
史
学
的

視
点
か
ら
の
追
究
は
本
格
的
に
試
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
当
地
域
に
お
け
る
造
船
史

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
当
該
問
題
は
是
非
と
も
取
り
扱
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
課
題
と
い
え
る
。

十
八
世
紀
前
半
の
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
の
タ
イ
プ
は
、
全
長
お
よ
そ
七
メ
ー
ト

ル
前
後
の
、
一
木
か
ら
刳
り
抜
い
た
丸
木
船
す
な
わ
ち
単
材
刳
船
が
主
力
で
あ
っ
た
。

年
間
一
〇
〇
艘
も
の
漁
船
製
作
が
盛
行
を
み
せ
た
が
、
藩
の
利
用
統
制
に
よ
り
、
ク
リ
・

カ
ツ
ラ
な
ど
の
良
材
を
丸
木
船
用
に
調
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ト
チ
ノ
キ
、

ブ
ナ
、
ハ
リ
ギ
リ
な
ど
耐
朽
性
に
劣
る
雑
木
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、「
丁ち

ょ
う
い
た板

」「
か
わ
ら
」
と
称
す
る
船
底
材
を
「
水み

よ
し押

」（
船
首
材
）
と
舷

側
板
で
接
合
し
た
「
合あ

わ
せ
ぎ
ょ
せ
ん

漁
船
」
の
構
造
に
よ
り
、
単
材
刳
船
の
積
載
能
力
の
限
界
と
、

船
体
の
耐
朽
性
の
低
さ
を
克
服
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。「
御ご

ち
ょ
う停

止じ

木ぼ
く

」
の
カ
ツ

ラ
・
ヒ
バ
な
ど
を
部
材
と
し
て
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
の
が
、「
合
漁
船
」
だ
っ
た
と
考
え
る
。

弘
前
藩
の
九
浦
を
は
じ
め
沿
岸
地
域
で
用
い
ら
れ
た
小
型
漁
船
の
分
野
で
は
、
ほ
か

に
「
無
玉
船
」
と
称
す
る
船
底
材
に
舷
側
板
を
取
り
つ
け
た
構
造
の
「
丸
木
漁
船
」
が

多
用
さ
れ
た
。
盛
岡
藩
領
の
川
内
・
安
渡
が
こ
の
「
丸
木
漁
船
」
の
供
給
地
で
、
津
軽

領
の
久
栗
坂
、
浅
虫
、
平
内
な
ど
、
と
く
に
陸
奥
湾
沿
岸
地
域
に
お
い
て
重
用
さ
れ
、

新
造
船
は
も
ち
ろ
ん
中
古
船
の
売
買
も
行
な
わ
れ
る
ほ
ど
需
要
の
高
い
船
型
だ
っ
た
。

十
九
世
紀
に
至
り
、
丸
木
船
に
淵
源
を
も
つ
こ
の
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
技
術
は
、
松

前
領
、
津
軽
領
、
南
部
領
、
秋
田
領
な
ど
北
日
本
地
域
独
特
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

た
。
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
動
向
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
船
材
と
造

船
技
術
の
供
給
範
囲
は
、
領
内
の
み
な
ら
ず
、
津
軽
海
峡
や
陸
奥
湾
を
取
り
巻
く
北
奥

地
域
全
体
に
展
開
し
、
ひ
と
つ
の
造
船
界
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

漁
船
、
丸
木
船
、
む
た
ま
、
津
軽
海
峡

は
じ
め
に

一
、
十
八
世
紀
前
半
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
製
作
の
動
向

二
、
十
九
世
紀
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
の
存
在
形
態

三
、
松
前
領
に
お
け
る
「
無
棚
」
造
り
と
津
軽
領
に
お
け
る
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
展
開

お
わ
り
に

近
世
北
奥
地
域
に
お
け
る
漁
船
製
作
の
動
向

石
　

山
　

晃
　

子

58



近世北奥地域における漁船製作の動向 2

− 　 −

は
じ
め
に

津
軽
海
峡
お
よ
び
陸
奥
湾
周
辺
を
中
心
と
す
る
近
世
北
奥
地
域
に
お
い
て
は
、
ど
の

よ
う
な
構
造
・
大
き
さ
の
船
が
ど
の
程
度
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
領
民
は
い
か
に
し
て
漁

船
を
確
保
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
歴
史
学
的
視
点
か
ら
の
追
究
は
本
格

的
に
試
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
右
の
問
題
は
、
当
地
域
に
お
け

る
造
船
の
歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
是
非
と
も
取
り
扱
っ
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
課
題
と
い
え
よ
う
。

近
世
北
奥
地
域
に
お
け
る
漁
船
の
製
作
動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
、
ひ
と
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
津
軽
海
峡
を
中
心
と
す
る
北
海
道
や
東
北
北
部
に
お
い
て
近

年
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
「
ム
ダ
マ
ハ
ギ
型
漁
船
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
、
船
底
に
刳
り
抜
き
材
を
用
い
る
も
の
で
、
他
地
域
に
は
み
ら
れ
な
い
北
日
本
独
特

の
構
造
を
も
つ
漁
船
と
い
わ
れ
る（

１
）
。
資
料
と
し
て
保
存
さ
れ
る
「
ム
ダ
マ
ハ
ギ
」
構
造

の
実
物
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
年
頃
に
製
作
さ
れ
た
も
の
が
年
代
的
に
は
最
も
古
く（

２
）

、

そ
れ
以
前
の
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
津
軽
海
峡
を
は
さ
む
よ

う
に
位
置
す
る
松
前
・
蝦
夷
地
と
北
奥
地
域
に
お
い
て
、「
松
前
稼
」
ぎ
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
海
の
道
」
を
利
用
し
た
民
衆
の
交
流
が
あ
っ
た
事
実
な
ど
を
ふ

ま
え
る
な
ら
ば
、
す
で
に
近
世
期
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
地
域
性
の
強
い
造
船
技

術
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
弘
前
藩
領
を
中
心
と
し
た
津
軽
海
峡
周

辺
の
北
奥
地
域
を
対
象
に
、
漁
船
の
船
体
構
造
に
関
す
る
検
討
を
軸
と
し
て
、
造
船
件

数
や
船
数
な
ど
漁
船
の
存
在
形
態
を
数
量
的
に
も
確
認
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
地
域
に
お
け
る
漁
船
の
製
作
動
向
は
い
か
な
る
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
地
域
的
展
開

が
み
と
め
ら
れ
る
の
か
を
導
き
出
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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図 1　イソブネ（ムダマハギ型漁船）実測図 /みちのく北方漁船博物館提供、一部加筆。
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図1　イソブネ（ムダマハギ型漁船）実測図／みちのく北方漁船博物館提供、一部加筆。
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と
あ
り
、
丸
木
船
の
「
長
短
」
の
平
均
で
は
な
く
「
長
短
」
に
相
応
し
た
丸
木
船
役
銭

を
徴
収
す
る
方
法
が
検
討
さ
れ
た
結
果
、
四
尋
（
ひ
ろ
、
慣
習
的
に
用
い
ら
れ
た
長
さ

の
単
位
で
一
定
し
な
い
が
、
和
船
の
場
合
は
一
尋
を
五
尺
（
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
と

す
る
）
ま
で
は
見
積
通
り
と
し
、
五
尋
以
上
に
つ
い
て
は
、
一
尋
に
つ
き
二
匁
増
と
す

る
旨
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
丸
木
船
役
銭
徴
収
の
議
論
に
関
し
て
の
た
た
き
台
と
な
っ

た
、
享
保
二
年
に
お
け
る
丸
木
船
杣
取
の
実
績
は
お
よ
そ
八
六
艘
、
う
ち
寸
法
が
判
明

す
る
も
の
は
八
一
艘
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
役
銀
の
見
積
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
丸
木
船
の
長
短
に
よ
る
区
分
は
全
一
六
種
類
で
、
最
小
で
三
尋
（
約

四
・
五
メ
ー
ト
ル
）
の
も
の
か
ら
最
大
七
尋
三
尺
（
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
五
尋
船
（
約
七
・
六
メ
ー
ト
ル
）
が
全
体
の
約
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
、

次
い
で
四
尋
三
尺
船
（
約
六
・
二
メ
ー
ト
ル
）
が
約
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
尋
二
尺
船

（
約
六
・
一
メ
ー
ト
ル
）
が
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
丸
木
船
と
し
て
は
、
お
お

む
ね
全
長
が
四
尋
二
尺
か
ら
五
尋
の
も
の
が
標
準
的
で
、
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判

明
す
る
。
赤
石
組
の
領
民
ら
が
製
作
し
た
漁
船
も
、
こ
の
よ
う
な
「
丸
木
船
」
と
み
て

支
障
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
、
十
八
世
紀
前
半
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
製
作
の
動
向

　（
一
）
一
般
和
人
領
民
に
よ
る
漁
船
製
作
の
動
向

弘
前
藩
領
に
お
い
て
は
、
一
般
の
和
人
領
民
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
漁
船

が
、
数
量
的
に
は
ど
れ
ほ
ど
製
作
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
概
略
を
把
握
し
う
る
史
料

の
初
見
と
し
て
は
、「
弘
前
藩
庁
日
記

　
御
国
日
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
津
軽

家
文
書
、
以
下｢

国
日
記｣
と
略
記
）
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
閏
五
月
二
日
条
に
み

え
る
、
山
役
人
の
申
立
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
赤
石
組
（
青
森
県
津
軽
地
方
の

西
海
岸
地
域
）
の
海
浜
浦
の
領
民
が
、
雑
木
の
「
せ
ん
ノ
木
」（
ハ
リ
ギ
リ
）「
栩
ノ

木
」（
ト
チ
ノ
キ
）「
し
な
ノ
木
」（
シ
ナ
ノ
キ
）「
し
こ
ろ
へ
」（
キ
ハ
ダ
を
指
す
か
）

「
ふ
な
ノ
木
」（
ブ
ナ
）
を
用
い
て
、
毎
年
、
年
間
一
〇
〇
艘
ず
つ
の
漁
船
を
製
作
し
て

い
た
と
い
う（

３
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
看
過
で
き
な
く
な
っ
た
藩
庁
側
は
、
雑
木
を
用
い

て
漁
船
を
つ
く
る
場
合
は
、
一
艘
に
つ
き
役
銭
八
匁
を
上
納
し
た
上
で
杣
取
を
許
可
す

る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
「
国
日
記
」
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
三
月
十
二
日
条
に
は
、

一
、
三
奉
行
申
立
候
者
、
先
達
而
丸
木
船
御
役
之
儀
沙
汰
仕
存
寄
申
上
候
処
、
船

之
長
短
有
之
候
故
同
御
役
可
有
之
物
ニ
不
被
思
召
候
付
、
又
々
沙
汰
仕
差
積
可

申
上
旨
被
仰
付
候
、
只
今
迄
者
船
之
長
短
平
均
之
御
役
と
相
見
得
申
候
得
共
、

長
短
ニ
応
御
役
仰
付
候
儀
御
尤
奉
存
候
、
依
之
去
年
中
杣
取
之
丸
木
船
員
数
相

改
大
概
八
拾
六
艘
御
座
候
、
此
内
五
艘
尋
・
尺
相
知
不
申
、
其
外
尋
・
尺
相
知

十
六
段
御
座
候
、
其
表
を
以
存
寄
之
趣
左
ニ
申
上
候
、（
中
略
＝
表
１
）

　
右
之
積
相
当
申
候
得
共
、
此
已
後
壱
尋
弐
匁
宛
之
積
取
立
可
被
仰
付
候
哉
、
左

候
得
ハ
四
尋
三
尺
之
船
九
匁
弐
分
之
御
役
相
当
申
候
、
如
何
可
被
仰
付
哉
と
申

立
候
付
、
儀
左
衛
門
江
達
之
、
丸
木
船
御
役
四
尋
迄
ハ
只
今
之
通
五
尋
以
上
者

壱
尋
ニ
付
弐
匁
増
、
此
間
之
寸
尺
ハ
構
無
之
由
書
付
ニ
而
勘
定
奉
行
江
遣
之
、

山
方
江
も
申
遣
之
、 

（
傍
線
筆
者
）
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　　 表１　享保２年（1717）
　　 　　　丸木船杣取と役銀徴収
№ 種　類 艘数 役　銀
1 7尋3尺船 1艘 13匁5分6厘
2 6尋3尺船 1艘 11匁7分7厘
3 5尋3尺船 3艘 9匁9分9厘
4 5尋2尺船 1艘 9匁6分3厘
5 5尋1尺船 2艘 9匁2分8厘
6 5尋5寸船 1艘 9匁1分
7 5尋船 17艘 8匁9分2厘宛
8 4尋4尺船 3艘 8匁5分6厘宛
9 4尋3尺船 15艘 8匁2分1厘
10 4尋2尺船 12艘 7匁8分5厘宛
11 4尋1尺船 4艘 7匁4分9厘宛
12 4尋船 7艘 7匁1分4厘宛
13 3尋3尺船 1艘 6匁4分2厘
14 3尋2尺船 5艘 6匁6厘宛
15 3尋1尺船 3艘 5匁7分1厘宛
16 3尋船 5艘 5匁3分5厘宛

計 81艘 647匁8分
※「国日記」享保3年3月12日条より作成
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（
鴨
）・
風か

合そ

瀬せ

・
驫と

ど
ろ
き木

・
追
良
瀬
・
広
戸
・
小
福
浦
・
沢
辺
・
岩
崎
・
森
山
・
黒
崎
）

で
占
め
ら
れ
る
（
図
２
）。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
領
内
に
お
け
る
漁
業
が
、
前
者
の
津
軽

海
峡
や
陸
奥
湾
に
面
し
た
津
軽
半
島
東
北
部
地
域
と
、
後
者
の
日
本
海
に
面
し
た
津
軽

地
方
西
海
岸
地
域
が
中
心
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
と
く
に
赤
石
組
に
属

す
る
地
域
の
申
請
件
数
は
五
二
件
で
全
体
の
約
七
割
を
占
め
、
領
内
漁
業
の
比
重
は
当

地
域
に
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
。
ま
た
、
そ
の
杣
取
場
所
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
は
居
住
地
の
村
内
に
あ
る
山
沢
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
山
沢
で
の
杣
取
を
願
い
出

て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
地
域
は
用
材
の
調
達
や
運
搬
に
至
便
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
先
の
享
保
二
年
の
丸
木
船
杣
取
実
績
調
査
を
除
き
、
享
保
元
年
か
ら
同
二
十

年
（
一
七
一
六
│
三
五
）
の
二
〇
年
間
に
行
わ
れ
た
漁
船
の
製
作
に
関
し
て
、
そ
の
具

体
的
内
容
が
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
「
国
日
記
」
か
ら
関
連
記
事
を
抽
出
し
た
と
こ

ろ
、
造
船
許
可
申
請
ベ
ー
ス
で
七
六
件
で
あ
っ
た
（
表
２
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
船
材

調
達
方
法
と
し
て
、
船
材
を
購
入
す
る
ケ
ー
ス
は
わ
ず
か
二
件
（
№
27
、
№
74
）
で
あ

り
、
ほ
と
ん
ど
は
杣
取
、
す
な
わ
ち
山
林
に
入
り
船
材
と
な
る
木
を
伐
採
し
た
上
で
漁

船
を
製
作
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
№
74
の
事
例
で
は
、「
合
漁
船
」
の
船
材
を

南
部
・
今
別
・
平た

い
ら
だ
て舘

か
ら
購
入
し
て
い
る
が
、「
国
日
記
」
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

十
二
月
二
十
日
条
）
に
も
、

一
、
後
潟
組
村
々
之
者
共
、
所
々
よ
り
買
求
置
候
材
木
ニ
而
魚
船
合
せ
舟
仕
度
之

旨
申
出
候
ニ
付
申
出
候
付
、
詮
義
之
上
魚
船
之
外
隠
し
津
出
等
堅
致
間
敷
候
、

尤
紛
儀
無
之
様
ニ
湊
方
ニ
而
吟
味
候
様
合
船
致
候
様
左
次
郎
よ
り
申
付
之
、　

 

（
傍
線
筆
者
）

と
み
え
る
ほ
か
、
石
崎
村
高
無
の
次
右
衛
門
の
場
合
、「
合
漁
舟
」
の
船
材
木
を
「
南

部
牛
瀧
よ
り
当
八
月
買
調
」
え
て
い
る
（「
国
日
記
」
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
二

月
十
一
日
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
南
部
領
で
は
牛
滝
な
ど
、
津
軽
領
で
は
今
別
・
平
舘

な
ど
に
お
い
て
の
漁
船
製
作
用
材
の
購
入
が
可
能
だ
っ
た
よ
う
だ
。

船
の
用
途
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
漁
船
（
漁
舟
、
魚
船
）」（
六
〇
件
）
と
表
記

さ
れ
る
。「
海
藻
（
草
）
取
」（
五
件
）
は
沿
岸
近
く
で
の
採
藻
、「
鯡
取
舟
（
鯡
漁
舟
、

鯡
舟
）」（
一
一
件
）
に
つ
い
て
は
「
鯡
」
す
な
わ
ち
ニ
シ
ン
な
ど
を
漁
獲
す
る
網
漁
な

ど
に
用
い
ら
れ
る
漁
船
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

漁
船
の
杣
取
を
願
い
出
た
領
民
の
居
住
地
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
弘
前
藩
領
後

潟
組
に
属
す
る
今
別
、
蟹
田
ほ
か
沿
岸
諸
村
（
三
馬
屋
・
平
舘
・
野
田
・
今
津
・
中

師
・
瀬せ

辺へ

地じ

・
郷ご

う

沢さ
わ

・
蓬
田
・
阿
弥
陀
川
・
小
橋
）、
そ
し
て
赤
石
組
に
属
す
る
深
浦

は
じ
め
沿
岸
諸
村
（
姥
袋
・
柳
田
・
大
童
子
・
岩
坂
・
嶋
・
関
・
金
井
ヶ
沢
・
嘉
茂
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図2　弘前藩領における漁船製作関係地図
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表2　享保期における漁船製作許可申請
№ 日　付 西暦 申請者 杣取場所 種別1 種別2 寸　法
1 享保2.2.22 1717 後潟組一本木之者共 今別領明山 漁船 ぶなの木丸木船2艘
2 享保3.2.27 1718 驫木村兵九郎 驫木村領明御山荷かふ沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長5尋、はば2尺8寸
3 享保3.2.27 1718 岩崎村次郎左衛門 岩崎村領明御山にせ沢 漁舟 せんの木丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
4 享保3.2.27 1718 岩崎村甚兵衛 岩崎村領明御山にせ沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋、はば2尺5寸
5 享保3.2.27 1718 関村三左衛門 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋4尺、はば2尺3寸
6 享保3.2.27 1718 関村孫十郎 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長5尋、はば2尺5寸
7 享保3.2.27 1718 関村安右衛門 岩坂村領明御山ちいら沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
8 享保3.2.27 1718 三馬屋村久左衛門 三馬屋領増川沢 漁舟 せんの木丸木船1艘 長さ4尋、口2尺3寸
9 享保3.2.28 1718 赤石組姥袋村勘四郎 大然村領明御山しらこ沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
10 享保3.2.28 1718 赤石組嘉茂村庄左衛門 小森村領明御山おんるい沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋2尺、はば2尺6寸
11 享保3.2.28 1718 赤石組岩坂村甚太郎 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺6寸
12 享保3.2.28 1718 赤石組風合瀬村三郎兵衛 岩坂村領明御山外沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋4尺、はば2尺7寸
13 享保3.2.28 1718 赤石組嶋村弥太郎 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺5寸、はば2尺6寸
14 享保3.2.28 1718 赤石組嶋村喜蔵 関山（村か）領明御山ちら

沢
漁舟 杤丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺7寸

15 享保3.2.28 1718 赤石組小福浦村三郎四郎 岩崎村領明御山ほたて沢 漁舟 栩丸木船1艘 長4尋、はば2尺
16 享保3.2.28 1718 赤石組廣戸村傳十郎 岩崎村領明御山下沢 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋、はば2尺2寸
17 享保3.2.28 1718 赤石組廣戸村喜兵衛 岩崎村領明御山下沢 漁舟 杤丸木船1艘 長3尋、はば2尺
18 享保3.2.28 1718 赤石組廣戸村市三郎 岩崎村領明御山下沢 漁舟 杤丸木船1艘 長5尋、はば3尺
19 享保3.2.28 1718 赤石組柳田村左衛門五郎 岩坂村領明御山葉池沢 漁舟 杤丸木船1艘 長3尋3尺、はば2尺8寸
20 享保3.2.28 1718 赤石組森山村権七 岩崎村領明御山にせ山 漁舟 杤丸木船1艘 長4尋、はば2尺1寸
21 享保3.2.28 1718 赤石組森山村佐次兵衛 岩崎村領明御山にせ山 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺4寸
22 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村清兵衛 岩崎村領明御山寸館沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
23 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村新左衛門 岩崎村領明御山から川沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
24 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村藤右衛門 岩崎村領明御山から川沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋2尺、はば2尺5寸
25 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村九郎右衛門 岩崎村領明御山から川沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長5尋、はば2尺8寸
26 享保3.2.28 1718 赤石組追良瀬村嘉右衛門 岩崎村領明御山から川沢 漁舟 ぶな丸木船1艘 長4尋3尺、はば2尺5寸
27 享保3.3.8 1718 後潟組三馬屋村与左衛門 （購入用材） 漁船 漁船1艘 長6尋3尺、口7尺（桧平物1挺：

長6尋・厚さ1尺、桧丁板1枚：
長5尋・厚さ4寸、桧2間7寸角1
本：長5尋・厚さ4寸）

28 享保3.3.8 1718 後潟組濱松村百姓傳兵衛 六枚橋明御山の内無沢 漁舟 ぶなの木丸木船1艘 長4尋、口1尺8寸
29 享保3.9.13 1718 赤石組金井ヶ沢村喜三郎 大然村領明御山の内沢内沢 漁船 せん丸木舟1艘 長さ5尋、幅2尺8寸
30 享保3.9.13 1718 赤石組金井ヶ沢村仁兵衛 大然村領明御山の内沢内沢 漁船 せん丸木船2艘 長さ5尋、幅2尺8寸
31 享保3.9.13 1718 赤石組金井ヶ沢村九郎太郎 大然村領明御山の内沢内沢 漁船 杤丸木船1艘 長さ4尋4尺、幅2尺6寸
32 享保3.9.13 1718 赤石組金井ヶ沢村治兵衛 大然村領明御山の内沢内沢 漁船 杤丸木船1艘 長さ4尋3尺、幅2尺6寸
33 享保4.2.5 1719 後方組四戸橋村権左衛門 小国明御山の内無沢 漁船 栩丸木船1艘 長4尋1尺、口2尺3寸
34 享保4.2.5 1719 後方組中師村仁兵衛 小国明御山の内南沢 漁船 ぶなの木丸木船1艘 長4尋、口2尺5寸
35 享保4.2.5 1719 後方組中師村甚兵衛 小国明御山の内南沢 漁船 ぶなの木丸木船1艘 長3尋2尺、口2尺2寸
36 享保5.正.24 1720 今別町弥七郎・九郎兵衛 今別領大川山 漁船 30俵漁船1艘ずつ 桂5間平物1挺、桧3間垂木2本、

桧8尺×8寸角1本、桧8尺×5寸
角1本、桂5間平物1挺

37 享保5.2.5 1720 後潟組阿ミた川村高無助次郎 小国明御山の内高石俣 漁船 ぶなの木打船1艘 長5間、幅3尺
38 享保5.2.5 1720 後潟組阿ミた川村高無彦右衛門 小国明御山の内高石俣 漁船 ぶなの木打舟1艘 長5尋、幅3尺
39 享保5.2.15 1720 後潟組蓬田村吉助 関口長沢 漁船 ぶなの木打船1艘
40 享保5.2.15 1720 後潟組蓬田村金兵衛 長科山の内いけとの沢 漁船 ぶなの木打船1艘
41 享保5.2.22 1720 深浦町久左衛門 深浦村領明山東山支俣の内水無沢 海藻取 栩・せんノ木丸木船1艘
42 享保5.2.22 1720 深浦町孫左衛門 深浦村領明山東山支俣の内水無沢 海藻取 栩・せんノ木丸木船1艘
43 享保5.2.22 1720 深浦町左次右衛門 深浦村領明山東山支俣の内水無沢 海藻取 栩・せんノ木丸木船1艘
44 享保5.2.22 1720 蟹田町半七 小国明山の内南沢西之俣沢 漁船 栩丸木船1艘 長4尋3尺
45 享保5.3.27 1720 深浦町五郎右衛門 深浦領明山東山支俣の内水無沢 海草取 せんの木・とちの木丸

木船1艘
46 享保5.3.27 1720 深浦町三七 深浦領明山東山支俣の内水無沢 海草取 せんの木・とちの木丸

木船1艘
47 享保5.4.17 1720 後潟組瀬部地村長十郎 瀬辺地御明山の内西俣沢 漁船 栩木打船1艘 長4尋2尺、口2尺5寸
48 享保5.4.17 1720 後潟組今別村山崎之甚十郎 今別村明山の内大川沢 漁船 せんの木打船1艘 長4尋、口2尺5寸
49 享保5.4.17 1720 後潟組今別村領一本木ノ作右衛門 今別村明山の内大川沢 漁船 栩木打船1艘 長4尋、口2尺7寸
50 享保5.4.17 1720 後潟組平館村惣兵衛 野田御留山之内瀧ヶ沢 漁船 ぶなの木打船1艘 長4尋、口2尺2寸
51 享保5.4.17 1720 後潟組瀬辺地村才次郎 瀬辺地村明山の内無沢 漁船 ぶなの木打船1艘
52 享保5.4.24 1720 赤石組沢辺村善兵衛 岩崎村領佐々内沢明山の内にせ山 2人乗漁舟 せんの木船板1枚 長5尋3尺、幅1尺3寸、厚さ6寸
53 享保5.11.6 1720 蟹田町漁師三右衛門・長次

郎・七郎兵衛
小国明御山の内藤ヶ俣沢 漁舟 漁舟1艘宛 桂長板2枚：長7尋3尺・厚1尺

1寸・幅出合、桂長板1枚：長
7尋3尺・厚6寸・幅出合

54 享保6.2.5 1721 赤石組驫木村百姓五郎右衛門 驫木村領明御山とうか沢 鯡取舟 杤丸木船1艘 長4尋、幅2尺5寸
55 享保6.2.5 1721 赤石組驫木村高無孫左衛門 岩館村明御山葉池沢村 鯡取舟 杤丸木船1艘 長4尋、幅3尺
56 享保6.2.5 1721 赤石組驫木村高無弥五兵衛 岩館村明御山葉池沢村 鯡取舟 杤丸木船1艘 長4尋、幅2尺7寸
57 享保6.2.5 1721 赤石組大童子村高無孫作 岩館村明御山葉池沢村 鯡取舟 杤丸木船1艘 長3尋3尺、幅2尺5寸
58 享保6.2.5 1721 赤石組風合瀬村高無新蔵 風合瀬村明御山外沢 鯡取舟 ぶな丸木船1艘 長4尋4尺、幅2尺6寸
59 享保6.2.9 1721 赤石組追良瀬村高無権兵衛 追良瀬村領明山壱館沢 鯡取舟 杤丸木舟1艘
60 享保6.2.9 1721 赤石組追良瀬村高無左衛門次郎 追良瀬村領明山外沢 鯡取舟 杤丸木舟1艘
61 享保6.2.9 1721 介三郎 追良瀬村領明山外沢 鯡取舟 ぶな丸木舟1艘
62 享保6.2.18 1721 後潟組郷沢村佐介 板木沢領小川平御山 漁舟 ぶなの木舟1艘 長4尋、上口2尺3寸
63 享保6.2.22 1721 赤石組姥袋村四郎左衛門 追良瀬村領まかりくら沢 鯡漁舟 ぶな丸木舟1艘 長4間4尺、幅2尺5寸
64 享保6.2.22 1721 赤石組姥袋村太左衛門 大秋村領明山 鯡漁舟 杤丸木船1艘 長4尋4尺、幅2尺5寸
65 享保6.2.22 1721 赤石組追良瀬村惣三郎 追良瀬村領こあし沢 鯡舟 せん丸木舟1艘 長4尋4尺、幅2尺8寸
66 享保7.2.19 1722 蟹田町金右衛門・伊之助・平十郎 小国明山の内高石ヶ俣沢黒山沢 漁船 漁船 桂かわら板1枚、桂船平物1枚、桂板4枚
67 享保7.2.22 1722 蟹田町漁師左次兵衛 小国明山の内高石ヶ俣沢 漁船 漁船1艘 桂6尋板1枚、桂4尋板1枚
68 享保15.2.8 1730 赤石組之者共 追良瀬山の内 漁船 丸木舟4艘
69 享保15.2.12 1730 （赤石組代官申立による） 赤石組驫木村領明御山の内 漁船 漁船5艘
70 享保15.2.12 1730 後潟組濱名村之者共 後潟組明御山濱名村 漁舟 丸木打漁舟
71 享保15.2.12 1730 後潟組今津村之者共 後潟組明御山濱名村 漁舟 漁舟新合入用材木
72 享保16.2.27 1731 赤石組村々之者共 （不明） 漁舟 漁舟杣取
73 享保16.2.27 1731 後潟組小橋村之者共 （不明） 漁船 漁船杣取
74 享保16.6.17 1731 後潟組野田村高無与次兵衛 （南部・今別・平館より購入） 漁船 合漁船1艘 長6尋3尺、口6尺5寸（檜長板1枚：

長4間半・はば1尺5寸・厚さ6寸少、
桂丁板1枚：長5尋、古船板1枚：
長3間半・はば1尺8寸・あつさ4寸）

75 享保18.2.7 1733 赤石組黒崎村伊太夫・赤石村又三郎 黒崎村明御山の内 漁舟 漁舟丸木舟1艘宛
76 享保18.2.15 1733 蟹田町惣次郎 小国明御山の内高石か俣沢 魚船 魚船1艘 桂6尋長板1枚、7尋長板1枚、

8尋長板1枚
※「国日記」より作成。日付も「国日記」による。
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十
七
世
紀
末
に
お
け
る
津
軽
領
の
植
生
に
つ
い
て
の
復
元
を
お
こ
な
っ
た
、
長
谷
川

成
一
「
藩
領
に
お
け
る
植
生
景
観
の
復
元
と
そ
の
変
容
│
近
世
津
軽
領
を
中
心
に
│
」

（『
弘
前
大
学
大
学
院
地
域
社
会
研
究
科
年
報
』
第
六
号

　
二
〇
〇
九
年
）
に
よ
れ
ば
、

津
軽
半
島
東
部
陸
奥
湾
に
面
す
る
地
域
（
今
別
・
石
崎
・
平
舘
・
野
田
・
小
国
・
蟹

田
・
広
瀬
・
瀬
辺
地
・
阿
弥
陀
川
・
六
枚
橋
・
内
真
部
・
奥
内
・
瀬せ

戸と

子し

）
の
山
地
は

檜
・
雑
木
・
お
っ
こ
（「
い
ち
い
」
の
異
名
）
の
林
相
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
津
軽
地
方
の
西
部
・
西
海
岸
お
よ
び
白
神
山
地
を
中
心
と
し
た
地

域
の
場
合
、
白
神
山
地
の
大
部
分
は
雑
木
・
檜
で
お
お
む
ね
雑
木
が
ち
の
林
相
、
海
岸

部
で
岩
崎
と
後
背
の
山
地
、
そ
れ
以
南
に
檜
・
雑
木
の
範
囲
が
認
め
ら
れ
、
横
磯
・
大

間
村
の
寺
社
周
辺
に
杉
・
雑
木
・
檜
、
深
浦
・
追
良
瀬
付
近
に
檜
・
雑
木
、
深
浦
の
後

背
（
見
入
観
音
周
辺
）
に
松
・
雑
木
・
檜
の
林
相
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

ま
た
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）「
諸
山
之
内
上
山
通
よ
り
西
之
浜
通
迄
中
山
通
よ

り
外
浜
通
古
懸
山
迄
御
山
所
書
上
之
覚
」
に
よ
れ
ば
、
今
別
村
領
惣
山
お
よ
び
小
国
村

領
惣
山
で
は
太
木
の
雑
木
が
多
く
生
育
し
て
お
り
、
毎
年
、
御お

留と
め

山や
ま

（
藩
が
直
接
支
配

し
、
領
民
は
許
可
な
く
し
て
入
山
で
き
な
い
）
か
ら
の
「
船
木
」
杣
取
が
許
可
さ
れ
て

い
た
と
い
う
（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
５
近
世
（
３
）
青
森
市

　
二
〇
〇
六
年

　

三
八
号
）。
ま
た
、
追
良
瀬
村
領
惣
山
・
深
浦
村
領
惣
山
・
岩
崎
村
領
惣
山
に
お
い
て

も
太
木
の
雑
木
が
繁
茂
し
、
毎
年
「
船
木
」
の
杣
取
が
許
さ
れ
て
い
た
（『
青
森
県

史
』
資
料
編
近
世
３

　
青
森
県

　
二
〇
〇
六
年

　
一
八
〇
号
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

津
軽
海
峡
・
陸
奥
湾
に
面
し
た
津
軽
半
島
東
北
部
地
域
と
、
日
本
海
に
面
し
た
津
軽
地

方
西
海
岸
地
域
は
、
漁
船
製
作
の
た
め
の
雑
木
の
調
達
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
当
時
の
植
生
景
観
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

船
材
の
樹
種
に
つ
い
て
は
、「
栩
（
と
ち
、
杤
）」
が
三
二
件
、「
ふ
な
の
木
（
ふ

な
）」
が
二
三
件
、「
せ
ん
の
木
」
一
二
件
と
、
ト
チ
ノ
キ
の
利
用
が
最
も
多
い
。
こ
の

ほ
か
、「
桧
（
檜
）」（
た
だ
し
青
森
県
で
は
ヒ
ノ
キ
で
は
な
く
通
称
ヒ
バ
と
い
わ
れ
る

ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
の
こ
と
）
や
「
桂
」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ

れ
は
部
材
と
し
て
の
利
用
が
許
可
さ
れ
た
も
の
で
、
件
数
と
し
て
は
七
件
程
度
で
あ

る
。
平
井
信
二
『
木
の
大
百
科
』（
朝
倉
書
店

　
一
九
九
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
ト
チ
材

の
性
質
と
し
て
、
切
削
そ
の
他
の
加
工
は
容
易
で
あ
る
が
、
保
存
性
は
き
わ
め
て
低

く
、
条
件
が
悪
い
と
著
し
く
腐
れ
の
速
い
材
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
同
様
に
、「
せ
ん

の
木
」
す
な
わ
ち
ハ
リ
ギ
リ
に
つ
い
て
も
、
切
削
な
ど
の
加
工
は
適
当
だ
が
、
材
の
耐

朽
性
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。
ブ
ナ
に
つ
い
て
も
、
切
削
そ
の
他
の
加
工
は
困
難
で
な
い

が
、
材
に
狂
い
が
多
い
と
か
、
変
色
や
腐
れ
が
入
り
や
す
い
と
評
価
さ
れ
る
材
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
樹
種
は
、
現
実
的
に
は
漁
船
の
船
材
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。

も
っ
と
も
、
漁
船
製
作
用
材
の
樹
種
に
つ
い
て
は
、
丸
木
船
を
製
作
す
る
場
合
、
一

般
和
人
領
民
・
領
内
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
と
も
に
、
桂
お
よ
び
栗
は
許
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
以
外
の
雑
木
で
の
杣
取
が
許
可
さ
れ
て
い
た
（「
国
日
記
」
享
保
元
年

（
一
七
一
六
）
十
二
月
十
六
日
条
）。

一
、
代
官
溝
口
弥
兵
衛
・
館
山
兵
十
郎
申
立
候
、
後
潟
村
・
濱
名
村
之
者
共
漁
船

入
用
桂
増
川
山
に
て
杣
取
願
之
儀
山
方
詮
議
之
上
当
年
ハ
外
之
家
業
も
無
之
由

ニ
付
申
付
候
、
乍
然
丸
木
船
之
儀
者
桂
・
栗
者
難
申
付
候
間
、
雑
木
に
て
杣
取

候
様
申
付
候
、
書
付
勘
定
奉
行
江
遣
之
、
尤
山
方
江
も
右
之
旨
申
遣
之
、

一
、
右
同
人
申
立
候
者
、
同
村
犾
共
漁
船
入
用
栗
・
栩
・
桂
増
川
沢
椛
し
ら
沢
ニ

而
杣
取
願
之
儀
山
方
詮
議
之
上
内
膳
江
達
、
当
年
者
申
立
之
品
々
杣
取
申
付

候
、
乍
然
丸
木
船
者
栗
・
桂
ニ
而
杣
取
不
相
叶
候
間
、
外
之
雑
木
ニ
而
致
杣
取

候
様
郡
奉
行
江
申
付
之
、
尤
山
方
江
も
申
遣
、
書
付
勘
定
奉
行
江
遣
之
、

 

（
傍
線
筆
者
）

こ
の
桂
お
よ
び
栗
の
丸
木
船
製
作
用
材
と
し
て
の
伐
採
禁
止
は
、
両
樹
種
が
「
御
停

止
木（

４
）

」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
カ
ツ
ラ
は
大
径
木
が
多
く
欠
点
が
少
な
い
た
め
大
き
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い
寸
法
の
板
材
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
材
が
均
質
で
工
作
し
や
す
く
狂
い
が
少
な
い
き

わ
め
て
有
用
な
材
で
あ
り
、
ク
リ
も
心し

ん

材ざ
い

の
耐
朽
性
が
き
わ
め
て
高
く
、
よ
く
水
湿
に

耐
え
る
と
い
う
大
き
な
特
徴
の
あ
る
材
と
評
価
さ
れ
る
（
前
掲
『
木
の
大
百
科
』
に
よ

る
）。
製
作
す
る
漁
船
の
種
類
が
丸
木
船
で
な
け
れ
ば
、
領
民
に
も
桂
や
栗
が
認
め
ら

れ
て
い
た
も
の
の
、
や
は
り
丸
木
船
用
材
と
し
て
も
、
桂
・
栗
な
ど
の
良
材
が
望
ま
れ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

漁
船
の
種
類
に
つ
い
て
、
明
確
に
「
丸
木
」
を
も
っ
て
つ
く
る
と
あ
る
の
は
、「
丸

木
船
」（「
丸
木
舟
」「
丸
木
打
漁
舟
」）
の
五
四
件
で
、
全
体
の
七
割
以
上
を
占
め
る
。

全
長
を
基
準
に
す
る
と
、
最
小
は
№
17
の
全
長
が
三
尋
（
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
）、
幅
が

二
尺
（
約
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
ト
チ
ノ
キ
材
を
用
い
た
丸
木
船
で
、
最
大
で
は

全
長
五
尋
（
約
七
・
六
メ
ー
ト
ル
）、
幅
二
尺
八
寸
（
約
八
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ

る
（
№
2
・
№
25
・
№
29
・
№
30
）。
ま
た
、
幅
を
基
準
に
し
て
み
る
と
、
最
小
の
も

の
は
№
28
の
全
長
四
尋
、
幅
一
尺
八
寸
（
約
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
ブ
ナ
を
用
い

た
丸
木
船
で
、
最
大
で
三
尺
（
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
№
18
・
№
55
）
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
用
材
と
し
て
一
種
類
の
み
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ

れ
ら
の
船
は
一
木
か
ら
で
き
た
刳
船
（
単
材
刳
船
）
と
し
て
の
丸
木
船
で
あ
っ
た
み
て

支
障
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
丸
木
船
以
外
の
二
二
件
に
つ
い
て
、
ま
ず
「〔
樹
種
〕
打
船
」
な
ど
と
表
現
さ

れ
る
、
№
37
・
38
・
39
・
40
・
47
・
48
・
49
・
50
・
51
・
62
の
う
ち
、
39
・
40
・
51
以

外
に
つ
い
て
は
、
長
さ
と
幅
の
み
で
表
し
た
、
先
の
丸
木
船
用
材
と
ほ
ぼ
同
じ
寸
法
の

用
材
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
丸
木
船
の
可
能
性
が
あ
る
。
№

27
・
36
・
52
・
53
・
66
・
67
・
74
・
76
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
船
体
を
構
成
す
る
と

み
ら
れ
る
各
種
の
部
材
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
材
刳
船
と
は
別
の
、
複
数
の

部
材
を
構
成
し
て
つ
く
っ
た
船
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
№
74
の
「
合

漁
船
」
と
称
さ
れ
る
船
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。「
国
日

記
」
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
十
二
月
十
一
日
条
に
、
よ
り
具
体
的
に
説
明
さ
れ
る
。

一
、
後
潟
組
代
官
申
立
候
者
、

　
　
　

合
漁
舟
壱
艘

　
長
六
尋
・
口
七
尺

　
　
　

石
崎
村
高
無

　
次
右
衛
門

　
　
　
　

此
入
用

　
　
　

桂
五
尋
丁
板
壱
枚

　
　
　

同
七
尋
板
壱
枚

　
　
　

檜
九
尺
み
よ
し
壱
本

　
　
　

同
壱
丈
五
寸
角

右
者
船
材
木
南
部
牛
瀧
よ
り
当
八
月
買
調
平
館
湊
目
付
前
田
定
四
郎
相
改
候
印

形
之
別
紙
壱
枚
差
上
申
候
、
合
船
奉
願
旨
申
作
右
衛
門
江
達
之
、
御
役
銭
上
納

之
上
申
立
之
通
申
付
旨
郡
奉
行
江
申
遣
之
、

こ
の
石
崎
村
の
高
無
で
あ
る
次
右
衛
門
が
製
作
し
よ
う
と
し
た
全
長
六
尋
（
約
九

メ
ー
ト
ル
）、
幅
七
尺
（
約
二
・
一
メ
ー
ト
ル
）
の
「
合
漁
舟
」
に
必
要
な
部
材
は
、

「
丁ち

ょ
う板

」「
板
」「
み
よ
し
」（
水
押
、
船
首
材
を
指
す
）
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
一
木
を

刳
り
抜
い
た
だ
け
の
丸
木
船
と
は
異
な
る
、
部
材
を
組
み
合
わ
せ
た
構
造
の
船
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
丁
板
」
と
は
、
お
も
き
造
り
の
船
体
構
造
を

と
る
和
船
の
船
底
材
の
こ
と
で
、
近
世
後
期
以
後
弁
財
船
の
か
わ
ら
を
意
味
す
る
よ
う

に
な
っ
た
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

　
第
九
巻

　
小
学
館

　
二
〇
〇
一
年
に
よ

る
）
も
の
で
あ
る
。
こ
の
お
も
き
（「
面
木
」
を
あ
て
る
場
合
が
多
い
）
造
り
と
は
、

丸
木
か
ら
刳
り
出
し
た
Ｌ
字
形
に
近
い
断
面
を
有
す
る
船
材
つ
ま
り
面
木
を
船
底
材
の

両
側
に
配
し
、
舷
側
材
を
継
ぎ
足
し
た
船
体
構
造
を
い
い
、
分
布
は
日
本
海
沿
岸
に
限

ら
れ
る
（
安
達
裕
之
「
日
本
の
船
の
発
達
史
へ
の
一
試
論
」『
海
事
史
研
究
』
第
五
四

号
　

一
九
九
七
年
）。
次
右
衛
門
の
「
合
漁
船
」
が
お
も
き
造
り
の
構
造
で
あ
る
の

か
、
弁
才
造
り
の
構
造
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
情
報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
全
長
六
尋
の
船
に
仕
上
げ
る
た
め
の
五
尋
の
「
丁
板
」
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が
、
船
底
材
を
指
す
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
み
ら
れ
、
同
様
に
七
尋
の
「
板
」
は

舷
側
板
に
相
当
す
る
と
推
察
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、「
合
漁
船
」
と
は
、
船
の
船
首
か

ら
船
尾
ま
で
を
貫
く
船
底
材
で
あ
る
「
丁
板
」
に
、
船
首
材
で
あ
る
「
み
よ
し
」
と
、

両
舷
側
の
「
板
」
を
「
合あ

」
わ
せ
て
つ
く
っ
た
船
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

№
27
、
№
74
の
場
合
も
用
材
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
丁
板
」
が
、
№
66
の
事
例
で
も
同

様
に
「
か
わ
ら
」（
航
、
船
底
材
を
指
す
語
）
の
用
材
が
申
請
さ
れ
て
い
る
が
、
十
八

世
紀
初
頭
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
漁
船
の
タ
イ
プ
は
、
丸
木
船
一
辺
倒
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
に
、
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
技
術
を
用
い
た
漁
船
も
製
作
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
と
く
に
№
27
の
漁
船
に
つ
い
て
は
幅
が
七
尺
（
約
二
メ
ー
ト
ル
）

と
、
先
に
み
た
丸
木
船
の
最
大
幅
三
尺
に
対
し
て
二
・
三
倍
と
、
船
体
が
大
型
化
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
部
材
を
組
み
合
わ
せ
て
船
を
構
成
す
る

こ
と
に
よ
り
、
積
載
量
や
耐
航
性
の
増
大
を
は
か
る
と
同
時
に
、
漁
獲
量
の
増
大
を

図
っ
た
こ
と
の
証
左
と
み
と
め
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
年
間
一
〇
〇
艘
と
い
う
漁
船
杣
取
が
続
い
た
結
果
、
船
材
と
し
て
の
木
は
次

第
に
伐
り
尽
く
さ
れ
て
底
を
つ
き
、
こ
の
ま
ま
杣
取
を
許
可
す
れ
ば
後
々
ま
で
の
支
障

と
な
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
陥
っ
た
と
い
う
（「
国
日
記
」
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）

十
一
月
二
十
九
日
条
）。

一
、
山
方
申
立
候
者
、
所
々
海
辺
之
者
共
漁
舟
破
損
或
古
船
ニ
罷
成
用
立
不
申
由

ニ
而
、
右
代
新
規
合
舟
并
繕
入
用
舟
板
等
過
分
年
々
申
立
被
仰
付
候
得
共
、
合

船
繕
共
出
来
之
訳
山
方
江
相
知
不
申
候
故
紛
敷
御
座
候
、
尤
船
家
業
一
通
之
者

ニ
御
座
候
へ
共
無
拠
御
沙
汰
之
上
可
被
仰
付
来
候
得
共
、
舟
木
ニ
罷
成
候
諸
木

段
々
伐
盡
払
底
罷
成
候
間
、
願
次
第
被
仰
付
候
而
者
末
々
差
支
可
申
と
奉
存

候
、
尤
丸
木
船
之
儀
者
取
出
候
節
山
役
人
共
よ
り
申
出
山
中
ニ
而
足
軽
目
付
立

合
之
上
御
極
印
打
相
済
申
儀
御
座
候
間
、
紛
敷
儀
も
無
御
座
候
、
古
船
ニ
罷
成

乗
廻
り
難
成
新
規
合
船
并
繕
舟
之
分
ハ
入
用
之
材
木
願
候
者
有
之
候
節
、
右
古

船
其
所
之
勤
番
見
分
被
仰
付
向
論
申
立
之
通
被
仰
付
候
ハ
ヽ
合
船
并
繕
舟
共
ニ

出
来
之
表
足
軽
目
付
見
届
山
方
江
相
知
候
様
ニ
被
仰
付
度
奉
存
候
、
右
之
通
被

仰
付
候
者
〆
り
方
ニ
も
罷
成
候
間
、
此
段
存
寄
り
申
上
候
間
、
申
出
之
山
方
存

寄
之
通
申
付
候
旨
大
目
付
江
申
遣
之
、

右
に
よ
れ
ば
、
漁
民
た
ち
は
破
損
や
古
船
に
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
新
規
の
造
船
用

材
や
修
繕
用
の
船
板
の
杣
取
申
請
を
し
て
い
る
が
、
新
造
な
い
し
修
繕
を
予
定
通
り

行
っ
た
か
ど
う
か
、
事
後
の
報
告
を
し
な
い
の
で
、
山
方
役
人
側
で
は
こ
れ
を
照
合
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
造
船
許
認
可
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
が
、
毎
年
、
限
度

を
超
え
て
杣
取
を
申
請
す
る
状
況
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
船
材
用
の
諸
木
の
払
底
を

招
い
た
と
い
う
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
領
民
が
意
図
的
に
必
要
以
上
の
漁
船
杣
取
を
願
い
出
て
い
た
と
み

る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
次
か
ら
次
へ
と
新
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
背
景
に
は
、
彼

ら
が
良
材
を
豊
富
に
調
達
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
保
存
性
に
劣
り
腐
朽
し
や
す
い
材

を
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
№
28
の
後
潟
組
濱
松
村
の
伝

兵
衛
の
場
合
、
杣
取
の
理
由
に
つ
い
て
、
数
年
間
所
有
し
て
い
た
丸
木
船
が
腐
朽
し
使

用
で
き
な
い
た
め
、
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
用
材
と
し
て
の
評
価
が
低
い
樹

種
を
用
い
た
漁
船
の
耐
用
年
数
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
三
、四
年
、
も
し
く
は
五
、六

年
程
度
と
ご
く
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
だ
。

　（
二
）
津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
に
よ
る
漁
船
製
作
の
動
向

津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
の
場
合
、
造
船
用
材
に
つ
い
て
は
無
役
で
の
杣
取
が
認
め
ら
れ
て

い
た
。「
国
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
か
ら
寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）
ま
で
の
四
〇
年
間
で
行
わ
れ
た
領
内
ア
イ
ヌ
に
よ
る
造
船
許
可
申
請
の

う
ち
、
明
確
に
漁
船
の
製
作
お
よ
び
杣
取
の
許
可
申
請
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
三
四
件

で
あ
っ
た
（
表
３
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
種
類
別
に
み
る
と
「
丸
木
船
（
舟
）」（「
丸
木

51
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漁
船
」
も
含
む
）
が
一
四
件
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
和
人
領
民
の
場
合
同
様
に
最
も
多

く
、
ほ
か
「
漁
船
（
漁
舟
）」
が
一
二
件
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
、「〔
樹
種
〕
打
船
」
が
八

件
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
た
。

丸
木
船
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
全
長
が
最
小
三
尋
（
№
16
・
№
23
）
か
ら
最
大
三

尋
三
尺
（
№
6
・
№
24
）
ま
で
、
幅
は
最
小
一
尺
八
寸
（
№
24
）
か
ら
最
大
二
尺
一
寸

（
№
16
）
ま
で
で
、
和
人
領
民
が
製
作
し
た
丸
木
船
の
標
準
寸
法
（
全
長
四
尋
二
尺
〜

五
尋
）
と
比
較
す
れ
ば
よ
り
小
さ
い
傾
向
で
あ
る
。「〔
樹
種
〕
打
船
」
の
構
造
に
つ
い

て
は
、
和
人
領
民
の
場
合
と
同
様
に
丸
木
船
と
み
な
す
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。「
漁
舟
」

に
つ
い
て
、
№
17
お
よ
び
№
18
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
長
さ
六
尋
三
尺
、
有
り
合
わ
せ

の
幅
、
厚
さ
一
尺
の
「
棚
板
」
用
材
を
一
挺
と
、
長
さ
四
尋
二
尺
、
有
り
合
わ
せ
の

幅
、
厚
さ
八
寸
の
「
丁
板
」
用
材
一
挺
と
を
も
っ
て
、
全
長
五
尋
三
尺
（
約
八
・
五

メ
ー
ト
ル
）、
幅
五
尺
六
寸
（
約
一
・
七
メ
ー
ト
ル
）
の
船
を
一
艘
造
る
と
い
う
。
こ
れ

ら
の
船
の
構
造
は
、
和
人
領
民
の
「
合
漁
船
」
に
み
る
よ
う
に
、
船
底
材
に
「
丁
板
」

を
用
い
、
そ
れ
に
舷
側
板
で
あ
る
「
棚
板
」
を
取
り
付
け
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
厚

さ
一
尺
も
あ
る
「
棚
板
」
用
材
は
、
そ
れ
を
挽
き
割
っ
て
複
数
枚
を
得
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
領
内
ア
イ
ヌ
は
単
材
刳
船
と
し
て
の
丸
木
船
を
多
用
し
た
が
、
ほ
か
に
船
底

材
や
舷
側
板
に
相
当
す
る
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
大
型
の
漁
船
を

も
製
作
し
用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

用
材
の
樹
種
に
つ
い
て
は
、
ト
チ
ノ
キ
が
和
人
領
民
同
様
に
最
多
で
全
体
の
二
六

パ
ー
セ
ン
ト
、
ほ
か
カ
ツ
ラ
が
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
但
し
許
可
さ
れ
た
の
は
部
材
と
し

て
の
み
）、
ハ
リ
ギ
リ
（
せ
ん
の
木
）
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ブ
ナ
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
、

ほ
か
シ
ナ
ノ
キ
、
ヤ
ス
ノ
キ
な
ど
も
用
い
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
ア
イ
ヌ
の
船
と
し
て
は
、
丸
木
船
の
両
舷
に
舷
側
板
を
縄
で
綴
じ
合
わ

せ
た
形
式
の
「
縄な

わ

綴と
じ

船ぶ
ね

」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
表
３
に
お
い
て
明
確
に
そ
れ
と

判
断
し
う
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。「
国
日
記
」
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
十
一
月

50

表３  津軽領内アイヌによる漁船製作許可申請
№ 日　付 西暦 居住地 アイヌ名 杣取場所 種別1 種別2 樹種および用材 用材寸法 数量
1 元禄16.1.24 1703 後潟組大川平村 次郎わいん・ほく岡いん 明山 後潟組大川平村明山 漁船 漁船4艘分 雑木桂平物 ― 4挺
2 宝永元.3.20 1704 松ヶ崎 あへかけ 明山 増川明山之内 漁船 漁船1艘 雑木桂板 長7尋、幅1尺8寸、厚8寸 1枚

3 享保元.12.16 1716 浜名村 犾共 ― 増川沢・椛しら沢 漁船 漁船
栗（丸木船用材としては不許可） ― ―
栩 ― ―
桂（丸木船用材としては不許可） ― ―

4 享保2.2.19 1717 上磯 犾共 ― はしらの沢 漁船 丸木船 栗（不許可） ― ―
せんの木 ― ―

5 享保3.2.27 1718 藤嶋 いくるい 留山 奥平辺御山之内 漁舟 漁舟
桂平物（不許可） 4間、幅1尺6寸、厚8寸 1挺
桧平物（不許可） 長4尋2尺、幅1尺5寸、厚7寸 1挺
桧丸太（不許可） 1尺 2本

6 享保3.2.27 1718 藤嶋 るてりき 明山 藤嶋之沢 漁船 丸木船1艘 せんの木 長3尋3尺、口2尺 ―
7 享保4.5.18 1719 藤嶋 犾 ― 藤嶋沢 漁船 せんの木打漁船1艘 せんの木 ― ―
8 享保5.4.17 1720 宇田 くねきら院 留山 水汲沢 漁船 やすの木打船1艘 やすの木 長4尋、口2尺 ―
9 享保5.6.8 1720 三馬屋領釜ヶ沢 熊かいん 留山 釜ヶ沢 漁船 せんの木打船1艘 せんの木 長3尋3尺、口2尺2寸 ―
10 享保6.3.20 1721 後潟組 さうたいん 御救山 藤嶋沢 漁船 丸木船1艘 せん ― ―
11 享保6.3.20 1721 後潟組 しかむけ 御救山 宇鉄沢 漁船 丸木船1艘 せん ― ―
12 享保6.3.20 1721 後潟組 けのまいん ― 宇鉄沢 漁船 丸木船1艘 杤 ― ―
13 享保6.3.20 1721 後潟組 ゑひたいん ― 宇鉄沢 漁船 丸木船1艘 杤 ― ―
14 享保6.3.20 1721 後潟組 るてりき 御救山 藤嶋沢 漁船 丸木船1艘 杤 ― ―
15 享保6.3.20 1721 後潟組 しこはいん 留山 釜野沢 漁船 丸木船1艘 杤 ― ―
16 享保10.4.8 1725 六丈間 さしたいぬ 明山 藤嶋沢・釜之沢 漁船 丸木舟1艘 せんの木 長3尋、口2尺1寸 ―
17 享保10.4.8 1725 藤嶋 るてりき 明山 藤嶋沢・釜之沢 漁舟 漁舟1艘（長5尋3

尺・口5尺6寸）
桂平物（棚板入用） 長6尋3尺、幅有合・厚1尺 1挺
桂平物（丁板入用） 長4尋2尺・幅有合、厚8寸 1挺

18 享保10.4.8 1725 松ヶ崎 まうられ 明山 藤嶋沢・釜之沢 漁舟 漁舟1艘（長5尋3
尺・口5尺6寸）

桂平物（棚板入用） 長6尋3尺、幅有合、厚1尺 1挺
桂平物（丁板入用） 長4尋2尺、幅有合、厚8寸 1挺

19 享保10.5.27 1725 松ヶ崎 犾共 明山 今別・三馬屋領明御山之内 漁舟 丸木船・合材木 ― ― ―
20 享保12.2.21 1727 大泊り・袰月・宇田 犾4人 ― 与茂内沢・平館領御留山伝蔵沢 漁舟 漁舟4艘 合舟入用材木 ― ―
21 享保14.2.29 1729 大泊り 犾 ― ― 漁舟 漁舟 ― ― ―
22 享保14.12.10 1729 袰月 犾 留山 今別領留御山之内茂内沢 漁師船 丸木船2艘 とち ― ―
23 享保16.2.12 1731 大泊り ほかまいぬ 留山 与茂内沢 漁舟 丸木舟1艘（丸木打舟） ぶなノ木 長3尋、幅2尺 ―
24 享保16.2.12 1731 大泊り せこかいぬ 留山 与茂内沢 漁舟 丸木舟1艘（丸木打舟） しなノ木 長3尋3尺、幅1尺8寸 ―
25 享保16.4.4 1731 後潟組 犾 ― ― 漁舟 漁舟入用 ― ― ―
26 享保17.6.24 1732 平舘村領宇田 くねくらいん ― ― 漁船 漁船 ― ― ―
27 元文元.6.21 1736 藤嶋 るてりき 明山 藤嶋沢 漁舟 漁舟 桂舟板 長6尋、幅有合、厚有合 1枚
28 元文2.12.19 1737 松ヶ崎 にいへて・ふうあい・

へいこたいぬ 明山 浜名村領明御山・
三馬屋領明御山 漁船 漁船 とちの木 ― ―

ぶなの木
29 寛保元.9.24 1741 後潟組 けま犬 明山 宇鉄沢 漁船 栩木打船1艘 栩 ― ―
30 寛保元.9.24 1741 後潟組 鴨太犬 明山 宇鉄沢 漁船 栩木打船1艘 栩 ― ―
31 寛保元.9.24 1741 後潟組 やいこぬかる 明山 浜名沢 漁船 栩木打船1艘 栩 ― ―
32 寛保元.9.24 1741 後潟組 ぶちあいへ 明山 浜名沢 漁船 栩木打船1艘 栩 ― ―
33 寛保元.9.24 1741 後潟組 いくるい 明山 藤嶋沢 漁船 桂打船1艘 桂（不許可） ― ―
34 寛保2.2.14 1742 後潟組 犾共 ― ― 漁船 丸木漁船 ― ― ―
※「国日記」（『青森県史』資料編近世1　Ⅱアイヌ民族史料集成　青森県　2001年）より作成。日付も「国日記」による。
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二
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
領
内
藤
島
へ
漂
着
し
た
、
長
さ
五
間
三
尺
・
幅
四
尺
五
寸
の

「
縄
閉
船
」
に
つ
い
て
「
松
前
犾
鯡
取
船
之
外
縄
閉
船
は
無
之
」
と
、
当
時
藩
当
局
に

お
い
て
は
、「
縄
閉
船
」
は
松
前
の
ア
イ
ヌ
が
鯡
漁
の
際
に
使
用
す
る
船
で
あ
る
と
み

な
し
て
い
た
。
領
内
六
条
間
に
漂
着
し
た
「
縄
と
ち
船
」（
長
七
尋
・
口
六
尺
）
に
つ

い
て
、
所
有
者
不
明
と
し
て
領
内
ア
イ
ヌ
に
下
付
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
（「
国
日
記
」

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
六
月
十
五
日
条
）、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
津
軽
領
内
ア

イ
ヌ
が
縄
綴
船
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漁
船
製
作

動
向
お
よ
び
藩
の
「
縄
綴
船
」
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
み
れ
ば
、
津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
自

ら
は
縄
綴
船
を
製
作
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
、
十
九
世
紀
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
の
存
在
形
態

以
下
、
近
世
後
期
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
数
、
漁
船
の
構
造
・
大
き
さ
な
ど
に
つ

い
て
、
船
数
書
上
な
ど
の
史
料
を
も
と
に
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
傾
向
や
存
在
形
態
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

　（
一
）
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
青
森
町
の
漁
船
数
　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
「
青
森
記
」（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
岩
見
文
庫
）

に
よ
れ
ば
、
同
年
八
月
に
お
け
る
青
森
町
の
船
数
は
、「
丸
木
船
」
が
七
九
艘
（
約

八
一
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
漁
船
」
が
一
六
艘
（
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
天
当
船（

５
）」

が
二

艘
の
計
九
七
艘
で
あ
る
。
青
森
町
に
存
在
す
る
船
舶
の
ほ
と
ん
ど
は
漁
船
で
、
し
か
も

そ
の
主
力
は
丸
木
船
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
青
森
町
の

総
戸
数
は
一
五
五
八
軒
で
、
そ
の
う
ち
「
漁
師
」
を
家
業
と
す
る
戸
数
は
八
二
軒
で
あ

る
か
ら
、
漁
師
一
戸
に
つ
き
一
艘
以
上
は
漁
船
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　（
二
）
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
油
川
・
十
三
森
村
ほ
か
四
か
村
の
漁
船
数

嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
の
「
油
川
別
段
九
月
十
月
勤
中
留
帳
」（『
新
青
森
市
史
』
資

料
編
３
近
世
（
１
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
二
年

　
三
九
七
号
）
に
は
、
油
川
お
よ
び

十じ
ゅ
う
さ
ん
も
り

三
森
村
、
油
川
村
、
田
沢
村
、
飛
鳥
村
、
瀬
戸
子
村
の
船
数
が
書
き
上
げ
ら
れ
る

（
表
４
）。
そ
の
合
計
は
三
六
艘
で
、
船
の
種
類
別
に
み
る
と
、「
合
漁
船
」
が
最
多
で

二
〇
艘
（
約
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
）、
次
い
で
「
天て

ん

当と
う

船ぶ
ね

」
九
艘
（
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
）、

「
漁
船
」
七
艘
（
約
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
全
体
の
八
割
近
く
を
漁
船
が
占
め

る
。「
丸
木
船
」
は
み
え
な
い
。
①
油
川
・
十
三
森
村
の
総
船
数
は
一
七
艘
で
う
ち

一
一
艘
が
「
合
漁
船
」、
②
油
川
村
の
総
船
数
は
九
艘
で
う
ち
「
漁
船
」
が
七
艘
、「
天

当
船
」
二
艘
、
③
田
沢
村
の
総
船
数
は
四
艘
で
「
合
漁
船
」
が
三
艘
、「
天
当
船
」
一

艘
、
④
飛
鳥
村
の
総
船
数
も
四
艘
で
す
べ
て
「
合
漁
船
」、
⑤
瀬
戸
子
村
の
総
船
数
は

二
艘
で
い
ず
れ
も
「
合
漁
船
」
で
あ
っ
た
。
②
油
川
村
以
外
の
漁
船
の
タ
イ
プ
は
、
す

べ
て
二
人
乗
り
の
「
合
漁
船
」
で
あ
る
。「
合
漁
船
」
の
寸
法
に
つ
い
て
、
全
長
を
基

準
に
す
る
と
、
最
小
は
全
長
八
尺
七
寸
（
約
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
①
№
14
）、
最
大
で
は

全
長
五
尋
（
約
七
・
六
メ
ー
ト
ル
、
①
№
10
・
№
12
）
で
あ
り
、
幅
を
基
準
に
し
た
場

合
、
最
小
が
三
尺
二
寸
（
約
九
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
③
№
1
）、
最
大
が
四
尺
八
寸

（
約
一
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
③
№
2
）
の
船
で
あ
る
。

　（
三
）
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
平
舘
村
ほ
か
四
か
村
の
漁
船
数
　

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
十
月
の
「
平
舘
勤
中
并
諸
手
扣
」（『
青
森
県
史
』
資
料
編

近
世
３

　
青
森
県

　
二
〇
〇
六
年

　
二
三
一
号
）
に
よ
る
と
、
平
舘
・
根
岸
・
石

崎
・
野
田
・
今
津
の
五
か
村
の
船
数
は
表
５
の
通
り
で
あ
っ
た
。
漁
船
の
種
類
と
し
て

は
、「
漁
船
（
舟
）」
が
九
二
艘
、「
丸
木
船
（
舟
）」
が
四
艘
、「
車
械
」
が
二
艘
、「
図

合
船
」
が
一
艘
、
ほ
か
六
艘
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
種
類
か
不
明
で
あ
る
。
五
か
村
合

計
の
船
数
は
一
〇
五
艘
で
あ
る
が
、「
漁
船
（
舟
）」
が
全
体
の
約
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
、「
丸
木
船
（
舟
）」
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
。

49
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表４　嘉永５年（1852）油川・十三森村ほか4か村の船数
①　油川・十三森村の船数 ③　田沢村の船数
№ 種類 艘数 積石数 寸　法 乗組人数 所有者 № 種類 艘数 積石数 寸　法 乗組人数 所有者
1 天当船 1艘 15石 － 3人乗 町油川忠吉 1 合漁船 1艘 － 長4尋、巾3尺2寸 2人乗 兵助
2 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川久蔵 2 合漁船 1艘 － 長3尋1尺、巾4尺8寸 2人乗 三十郎
3 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川太蔵 3 天当船 1艘 － － － 卯右衛門（油川太蔵方より借船）
4 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川重吉 4 合漁船 1艘 － － － 重助（油川又八請船）
5 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川弥市 計 4艘
6 天当船 1艘 10石 － 2人乗 町油川己作 ④　飛鳥村の船数
7 合漁船 1艘 － 2丈5尺5寸 2人乗 町油川又次郎 № 種類 艘数 積石数 寸　法 乗組人数 所有者
8 合漁船 1艘 － 長4尋1尺、巾4尺5寸 2人乗 町油川利三郎 1 合漁船 1艘 － 長1丈5尺5寸、巾5尺 2人乗 太六
9 合漁船 1艘 － 長4尋3尺、巾4尺 2人乗 町油川多六 2 合漁船 1艘 － 長1丈5尺9寸、巾6尺 2人乗 佐助
10 合漁船 1艘 － 長5尋、巾4尺5寸 2人乗 町油川多六 3 合漁船 1艘 － 1丈4尺、巾5尺3寸 2人乗 清兵衛
11 合漁船 1艘 － 長4尋、巾4尺5寸 2人乗 町油川万七 4 合漁船 1艘 － － 2人乗 奥平部七郎兵衛より借船
12 合漁船 1艘 － 長5尋、巾4尺5寸 2人乗 町油川久八 計 4艘
13 合漁船 1艘 － 長3尋6尺、巾4尺2寸 2人乗 町油川弥市 ⑤　瀬戸子村の船数
14 合漁船 1艘 － 長8尺7寸、巾4尺2寸 2人乗 十三森市兵衛 № 種類 艘数 積石数 寸　法 乗組人数 所有者
15 合漁船 1艘 － 長4尋4尺、巾4尺3寸 2人乗 十三森伝之丞 1 合漁船 1艘 － 長1丈5尺5寸、巾5尺 2人乗 孫十郎（油川村弥市方へ貸船）
16 合漁船 1艘 － 長3尋2尺、巾4尺 2人乗 十三森伝助 2 合漁船 1艘 － 長1丈5尺9寸、巾6尺 2人乗 孫右衛門（奥内清之助方より借船）
17 合漁船 1艘 － 長4尋半、巾4尺5寸 2人乗 十三森竹次郎 計 2艘

計 17艘 合　計 36艘
②　油川村の船数
№ 種類 艘数 積石数 寸 法 乗組人数 所有者
1 天当船 1艘 15石 長4尋4尺、口5尺6寸 3人乗 三郎兵衛
2 天当船 1艘 15石 長4尋4尺、口5尺6寸 3人乗 三郎兵衛
3 漁船 1艘 － 長3尋3尺、口2尺3寸 2人乗 三郎兵衛
4 漁船 1艘 － 長3尋3尺、口4尺5寸 2人乗 三郎兵衛
5 漁船 1艘 － 長3尋4尺、巾4尺5寸 2人乗 乙次郎
6 漁船 1艘 － 長4尋1尺2寸、口3尺5寸 2人乗 三之丞
7 漁船 1艘 － 長4尋3尺、口5尺2寸 2人乗 孫作
8 漁船 1艘 － 長3尋3尺、口4尺5寸 2人乗 太郎
9 漁船 1艘 － （不明） 2人乗 甚左衛門

計 9艘
※「油川別段九月十月勤中留帳」より作成。

表５　安政３年（1856）平舘村ほか4か村の船数
①　平舘村 ③　石崎村 ④　野田村 ⑤　今津村
№ 種類 艘数 乗組人数 所有者 № 種類 艘数 乗組人数 所有者 № 種類 艘数 乗組人数 所有者 № 種類 艘数 乗組人数 所有者
1 漁船 1艘 4人乗 小三郎 9 漁船 1艘 1人乗 伝兵衛 14 漁舟 1艘 1人乗 五郎兵衛 1 車械 1艘 1人乗 長九郎
2 漁船 1艘 2人乗 小三郎 10 漁船 1艘 1人乗 善左衛門 15 漁舟 1艘 1人乗 五郎兵衛 2 漁舟 1艘 2人乗 長九郎
3 漁船 1艘 2人乗〔五〕右衛門 11 漁船 1艘 1人乗 利右衛門 16 漁舟 1艘 2人乗 長兵衛 3 漁舟 1艘 2人乗 三郎兵衛
4 漁船 1艘 2人乗 清次郎 12 漁船 1艘 1人乗 利右衛門 17 漁舟 1艘 1人乗 長兵衛 4 漁舟 1艘 2人乗 三郎兵衛
5 漁船 1艘 2人乗 岩次郎 13 漁船 1艘 1人乗 利右衛門 18 漁舟 1艘 2人乗 源次郎 5 漁舟 1艘 2人乗 三郎兵衛
6 漁船 1艘 1人乗 巳之丈 14 漁船 1艘 1人乗 徳〔　〕 19 丸木船 1艘 1人乗 万十郎 6 漁舟 1艘 5人乗 太郎兵衛

計 6艘 15 漁船 1艘 1人乗 三左衛門 20 漁舟 1艘 1人乗 万十郎 7 漁舟 1艘 2人乗 太郎兵衛
②　根岸村 16 漁船 1艘 1人乗 三左衛門 21 漁舟 1艘 2人乗 作之丈 8 漁舟 1艘 2人乗 太郎兵衛
№ 種類 艘数 乗組人数 所有者 17 漁船 1艘 4人乗 三助 22 車械 1艘 1人乗 勘七 9 漁舟 1艘 2人乗（不明）
1 漁船 1艘 2人乗 四郎左衛門 18 漁船 1艘 1人乗 治右衛門 23 漁舟 1艘 1人乗 勘七 10 漁舟 1艘 （不明）（不明）
2 漁船 1艘 4人乗 四郎左衛門 19 漁船 1艘 1人乗 重次郎 24 漁舟 1艘 3人乗 勘七 11 漁舟 1艘 2人乗（不明）
3 漁船 1艘 2人乗 四郎左衛門 20 漁船 1艘 1人乗（不明） 25 丸木舟 1艘 1人乗 次六 12 漁舟 1艘 2人乗（不明）
4 漁船 1艘 2人乗 五郎 21 漁船 1艘 1人乗 専太郎 26 漁舟 1艘 4人乗 馬助 13 漁舟 1艘 3人乗（不明）
5 漁船 1艘 1人乗 七郎兵衛 22 漁船 1艘 4人乗 専太郎 27 漁舟 1艘 3人乗 馬助 14 図合船 1艘 5人乗（不明）
6 漁船 1艘 3人乗 七郎兵衛 23 漁船 1艘 1人乗 喜兵衛 28 漁舟 1艘 4人乗 馬助 15 漁舟 1艘 5人乗 宇之丈
7 漁船 1艘 2人乗 半次郎 計 23艘 29 漁舟 1艘 3人乗 与次兵衛 16 漁舟 1艘 3人乗 宇之丈
8 漁船 1艘 2人乗〔　〕丈 ④　野田村 30 漁舟 1艘 1人乗 与次兵衛 17 （不明） 1艘 3人乗 嘉兵衛
9 漁船 1艘 2人乗（不明） № 種類 艘数 乗組人数 所有者 31 漁舟 1艘 3人乗 富蔵 18 （不明） 1艘 2人乗 次郎兵衛
10 漁船 1艘 2人乗 長次郎 1 漁船 1艘 2人乗 市兵衛 32 漁舟 1艘 3人乗 勘〔　〕 19 （不明） 1艘 （不明）次郎兵衛
11 漁船 1艘 2人乗 与惣兵衛 2 漁船 1艘 3人乗 市兵衛 33 漁舟 1艘 3人乗（不明） 20 （不明） 1艘 2人乗 宇之吉

計 11艘 3 丸木船 1艘 1人乗 佐助 34 漁舟 1艘 3人乗 万次郎 21 （不明） 1艘 2人乗 太左衛門
③　石崎村 4 漁舟 1艘 1人乗 佐助 35 漁舟 1艘 3人乗 万次郎 22 （不明） 1艘 （不明）太左衛門
№ 種類 艘数 乗組人数 所有者 5 漁舟 1艘 4人乗 佐助 36 漁舟 1艘 2人乗 源吉 計 22艘
1 漁船 1艘 1人乗 勇八 6 漁舟 1艘 1人乗 吉兵衛 37 漁舟 1艘 2人乗 清右衛門 合　計 105艘
2 漁船 1艘 1人乗 勇八 7 漁舟 1艘 3人乗 吉兵衛 38 漁舟 1艘 2人乗 松四郎
3 漁船 1艘 1人乗 喜兵衛 8 漁舟 1艘 1人乗 吉兵衛 39 漁舟 1艘 2人乗 熊助
4 漁船 1艘 2人乗 勘太郎 9 丸木 1艘 1人乗 松代 40 漁舟 1艘 2人乗 清八
5 漁船 1艘 1人乗 勘太郎 10 漁舟 1艘 2人乗 松代 41 漁舟 1艘 2人乗 太助
6 漁船 1艘 1人乗 勘太郎 11 漁舟 1艘 5人乗 弥五兵衛 42 漁舟 1艘 2人乗 勘兵衛
7 漁船 1艘 1人乗 伝兵衛 12 漁舟 1艘 2人乗 弥五兵衛 43 漁舟 1艘 1人乗 文次
8 漁船 1艘 1人乗 伝兵衛 13 漁舟 1艘 2人乗 弥五兵衛 計 43艘
※「平舘勤中并諸手扣」より作成
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乗
組
人
数
に
つ
い
て
み
る
と
、「
漁
船
（
舟
）」
で
は
一
人
乗
（
三
二
艘
）
か
ら
二
人

乗
（
三
六
艘
）、
三
人
乗
（
一
三
艘
）、
四
人
乗
（
七
艘
）
と
最
大
で
五
人
乗
（
三
艘
）

ま
で
の
大
き
さ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
地
域
に
お
い
て
の
「
漁
船
（
舟
）」

は
、
一
人
乗
〜
二
人
乗
用
の
大
き
さ
が
主
流
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
際
の
漁
労
は
、
一

人
な
い
し
二
人
で
行
う
内
容
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。「
丸
木
船

（
舟
）」
に
つ
い
て
も
四
艘
す
べ
て
一
人
乗
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、「
漁
船（
舟
）」
の
大
き
さ

と
し
て
は
、「
丸
木
船
（
舟
）」
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
も
の
が
多
く
製
作
さ
れ
た
よ
う
だ
。

　（
四
）
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
浅
虫
村
の
漁
船
数

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
「
横
内
組
浅
虫
村
当
戸
数
人
別
面
帳
」（
青
森
市
蔵

　

浪
川
健
治
「
横
内
組
浅
虫
村
当
戸
数
人
別
面
帳
」『
市
史
研
究
あ
お
も
り
』
３

　
青
森

市
　

二
〇
〇
〇
年
に
よ
る
）
に
書
き
上
げ
ら
れ
る
船
数
は
、「
丸
木
漁
船
」
三
一
艘
、

「
漁
船
」
二
艘
、「
大
中
遣
」
一
艘
、「
中
遣
（
船
）」
三
艘
、「
道
海
（
船
）」
二
艘
の
合

計
三
九
艘
で
あ
る
（
表
６
）。
た
だ
し
、
こ
の
な
か
で
「
大
中
遣
」「
中
遣
（
船
）」
は

い
ず
れ
も
松
前
領
の
領
民
が
所
有
す
る
も
の
で
、
浅
虫
村
の
領
民
は
こ
れ
ら
の
「
沖
船

頭
」
つ
ま
り
雇
わ
れ
船
頭
と
な
っ
て
い
る
。「
丸
木
漁
船
」
に
つ
い
て
、
全
長
を
基
準

に
し
た
場
合
、
最
小
は
二
間
四
尺
（
約
四
・
八
メ
ー
ト
ル
、
№
6
・
17
・
22
・
39
）
か

ら
最
大
で
三
間
五
尺
（
約
七
メ
ー
ト
ル
、
№
7
）
で
あ
り
、
幅
を
基
準
に
み
る
と
、
最

小
は
幅
三
尺
（
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
№
24
）、
最
大
は
五
尺
二
寸
（
約
一
五
八

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
№
1
）
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
丸
木
漁
船
」
に
つ
い
て
、
享
保
期
に
さ
か
ん
に
製
作
さ
れ
て
い

た
「
丸
木
船
」
と
同
様
の
船
と
解
釈
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
み
た
単
材
刳
船

と
み
ら
れ
る
丸
木
船
の
幅
は
、
最
大
で
も
三
尺
（
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
丸
木
漁
船
」
の
場
合
、
幅
は
す
べ
て
三
尺
以
上
と
、

よ
り
幅
が
大
き
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
丸
木
船
と
し
て
の
杣
取
が
許
可
さ
れ
た
樹
種

の
直
径
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ト
チ
ノ
キ
は
二
メ
ー
ト
ル
、
ハ
リ
ギ
リ
は
一
メ
ー
ト
ル
、
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表６　文久３年（1863）浅虫村における船数
№ 種　類 寸　法 艘数 乗組人数 戸　主 № 種　類 寸　法 艘数 乗組人数 戸　主
1 丸木漁船 長3間4尺 巾5尺2寸 1艘 1人乗 源兵衛 21 丸木漁船 長3間 巾3尺8寸 1艘 1人乗 伊兵衛
2 丸木漁船 長2間4尺5寸 巾4尺8寸 1艘 1人乗 弟次郎 22 丸木漁船 長2間4尺 巾3尺7寸 1艘 1人乗 安兵衛
3 丸木漁船 長3間5尺 巾5尺3寸 1艘 1人乗 弟次郎 23 漁船 長2間4尺 巾3尺7寸 1艘 1人乗 安兵衛
4 丸木漁船 長3間4尺 巾4尺6寸 1艘 1人乗 孫兵衛 24 丸木漁船 長3間3尺 巾3尺 1艘 1人乗 安之助
5 丸木漁船 長3間4尺 巾3尺9寸 1艘 1人乗 孫兵衛 25 丸木漁船 長3間 巾4尺 1艘 1人乗 茂吉
6 丸木漁船 長2間4尺 巾3尺5寸 1艘 1人乗 藤之助 26 丸木漁船 長3間2尺5寸 巾4尺5寸 1艘 1人乗 安之丞
7 丸木漁船 長3間5尺 巾5尺1寸 1艘 1人乗 酉松 27 丸木漁船 長3間5寸 巾4尺5寸 1艘 1人乗 勘五郎
8 丸木漁船 長2間4尺5寸 巾3尺8寸 1艘 1人乗 幸次郎 28 丸木漁船 長3間2尺 巾4尺9寸 1艘 1人乗 勘五郎
9 丸木漁船 長3間 巾4尺 1艘 1人乗 弥四郎 29 道海船 長4間1尺 巾8尺1寸 1艘 2人乗 長太郎
10 丸木漁船 長3間5寸 巾4尺 1艘 1人乗 又兵衛 30 丸木漁船 長3間 巾4尺 1艘 1人乗 福次郎
11 中遣（明神丸） ― 1艘 4人乗 又兵衛 31 丸木漁船 長3間4尺 巾3尺9寸 1艘 1人乗 八五郎
12 丸木漁船 長3間 巾4尺 1艘 1人乗 弥助 32 中遣船（永福丸） ― 1艘 2人乗 藤五郎
13 丸木漁船 長3間3尺8寸 巾4尺5寸 1艘 1人乗 弥太郎 33 漁船 長3間4尺 巾3尺9寸 1艘 1人乗 熊次郎
14 丸木漁船 長3間 巾3尺6寸 1艘 1人乗 五郎兵衛 34 丸木漁船 長3間 巾3尺9寸 1艘 1人乗 和助
15 大中遣（大徳丸） ― 1艘 4人乗 茂八 35 丸木漁船 長3間1尺 巾4尺5寸 1艘 1人乗 次助
16 道海 長4間4尺 巾6尺1寸 1艘 2人乗 太次右衛門 36 丸木漁船 長3間5寸 巾4尺 1艘 1人乗 貝森藤助
17 丸木漁船 長2間4尺 巾3尺7寸 1艘 1人乗 又四郎 37 丸木漁船 長3間 巾4尺5寸 1艘 1人乗 権太郎
18 中遣（重福丸） ― 1艘 2人乗 重兵衛 38 丸木漁船 長3間1尺 巾4尺 1艘 1人乗 半四郎
19 丸木漁船 長3間3尺 巾4尺6寸 1艘 1人乗 重右衛門 39 丸木漁船 長2間4尺 巾3尺6寸 1艘 1人乗 源之丞
20 丸木漁船 長3間4尺 巾4尺 1艘 1人乗 重右衛門 計 39艘
※「横内組浅虫村当戸数人別面帳」より作成。
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ブ
ナ
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
現
実
的
に
は
直

径
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
木
を
伐
採
し
て
利
用
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
「
丸
木
漁
船
」
が
単
材
刳
船
と
し
て
の
「
丸
木
船
」
で
あ
っ
た
可

能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
丸
木
漁
船
」
の
構
造
は
、
先
に
み
た
よ

う
な
単
材
刳
船
と
し
て
の
「
丸
木
船
」
と
は
異
な
る
が
、「
丸
木
船
」
の
要
素
あ
る
い

は
特
徴
な
ど
を
残
し
な
が
ら
も
、
積
載
量
の
増
大
を
は
か
る
た
め
に
船
体
の
幅
を
よ
り

大
き
く
す
る
方
法
を
と
っ
て
製
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
五
）
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
九
浦
の
漁
船
数

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
「
九
浦
中
人
別
戸
数
諸
工
諸
家
業
総
括
牒
全
」（
弘
前

市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
）
か
ら
、
青
森
町
・
鰺
ヶ
沢
町
・
深
浦
町
・
十
三

町
・
大
間
越
町
・
野
内
町
・
蟹
田
町
・
今
別
町
の
九
浦（

７
）

に
お
け
る
船
数
を
抽
出
し
た
も

の
が
表
７
で
あ
る
。
九
浦
合
計
で
は
七
一
九
艘
で
、
艘
数
が
多
い
種
類
か
ら
順
に
「
漁

船
」
二
三
四
艘
（
約
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
丸
木
船
」
が
二
一
八
艘
（
約
三
〇
パ
ー
セ

ン
ト
）、「
橋
船
」
一
一
八
艘
（
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
）、「
三さ

ん

羽ぱ

船
」
五
七
艘
（
約
八

パ
ー
セ
ン
ト
）、「
図ず

合あ
い

船
」
三
五
艘
、「
通つ

う

伝で
ん

港み
な
と

船
」
三
一
艘
、「
間ま

瀬ぜ

船
」
七
艘
、

「
渡
海
船
」
七
艘
、「
川
崎
船
」
四
艘
、「
平
田
船
」
四
艘
、「
弁
財
船
」
二
艘
、「
秣ま

く
さ
か
り刈

船
」
二
艘
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
漁
船
」「
丸
木
船
」「
秣
刈
船
」
は
漁
船
で
、「
三

羽
船
」「
図
合
船
」
は
後
述
の
よ
う
に
ニ
シ
ン
漁
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
察
せ
ら

れ
る
。

青
森
町
に
つ
い
て
み
る
と
、「
丸
木
船
」
が
一
二
三
艘
、「
漁
船
」
が
八
艘
の
計

一
三
一
艘
で
、
漁
師
を
家
業
と
す
る
の
は
一
九
六
戸
で
あ
る
。
一
戸
あ
た
り
の
漁
船
所

有
数
は
約
〇
・
七
艘
と
一
艘
に
満
た
な
い
。
ま
た
、
文
化
八
年
時
点
に
お
け
る
青
森
町

の
漁
船
数
で
あ
る
「
丸
木
船
」
七
九
艘
、「
漁
船
」
一
六
艘
と
比
較
し
て
、「
丸
木
船
」

艘
数
は
お
よ
そ
一
・
五
倍
で
四
四
艘
の
増
、「
漁
船
」
総
数
は
八
艘
減
で
、
漁
船
数
全
体

と
し
て
は
約
一
・
四
倍
の
伸
び
を
示
す
。
つ
ま
り
、
漁
船
数
の
増
減
は
あ
る
が
、
幕
末

に
至
っ
て
な
お
青
森
町
に
存
在
す
る
船
の
主
体
は
漁
船
で
あ
り
、
な
お
か
つ
圧
倒
的
に

丸
木
船
に
よ
る
漁
業
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
鰺
ヶ
沢

の
場
合
、「
橋
船
」
つ
ま
り
沖
に
停
泊
す
る
船
と
陸
岸
と
の
連
絡
や
荷
物
の
運
搬
な
ど

に
使
用
す
る
艀は

し
けが

最
多
（
八
三
艘
）
で
、
ま
さ
に
全
体
の
五
割
以
上
を
占
め
る
主
力
の

船
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
領
内
最
有
力
湊
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
両
湊
の
性
格
を
対

照
的
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　（
六
）
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
青
森
博
労
町
・
安
方
町
・
蜆
貝
町
の
漁
船
数

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
「
人
別
戸
数
諸
工
・
諸
家
業
記
」（『
新
青
森
市
史
』
資

料
編
４
近
世
（
２
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
四
年

　
三
七
号
）
に
よ
れ
ば
、
青
森
町
の
漁

師
は
二
〇
六
軒
で
総
船
数
は
一
五
六
艘
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
総
漁
船
数

一
三
一
艘
に
対
し
て
二
五
艘
の
増
、
約
一
・
二
倍
と
な
り
、
漁
師
戸
数
も
一
〇
戸
ほ
ど

増
え
て
い
る
。
内
訳
と
し
て
、
青
森
博
労
町
が
「
漁
船
」
一
艘
、「
丸
木
船
」
一
九
艘

の
計
二
〇
艘
、
青
森
安
方
町
が
「
漁
舟
」
二
艘
、「
合
漁
船
」
五
艘
、「
丸
木
船
」
四
二
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表７　元治元年（1864）九浦における船数
町　名 種　類 数 町　名 船舶種類 数

青森町
丸木船 123

大間越町
丸木船 13

漁船 8 計 13
計 131

野内町

図合船 5

鰺ヶ沢町

弁財船 1 三羽船 2
間瀬船 1 橋船 2
図合船 4 漁船 42
三羽船 23 計 51
橋船 83

蟹田町

図合船 3
丸木船 19 三羽船 2
漁船 34 橋船 4

計 165 漁船 15

深浦町

弁財船 1 計 24
三羽船 2

今別町

図合船 19
橋船 22 三羽船 17
丸木船 57 丸木船 6
漁船 22 漁船 99

計 104 計 141

十三町

川崎船 4 合　計 719
間瀬船 6
平田船 4
図合船 4
三羽船 11
渡海船 7
通伝港船 31
橋船 7
漁船 14
秣刈船 2

計 90
※「九浦中人別戸数諸工諸家業総括牒全」より作成。
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艘
の
計
四
九
艘
、
青
森
蜆
貝
町
が
「
漁
船
」
四
艘
、「
丸
木
船
」
八
二
艘
、
弁
才
船

（
一
〇
人
乗
）
一
艘
の
計
八
七
艘
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
青
森
町
に
お
け
る
漁
業
の
主

体
は
博
労
町
・
安
方
町
・
蜆
貝
町
で
あ
り
、
そ
の
主
力
と
な
る
漁
船
は
、
依
然
と
し
て

全
体
の
九
割
強
を
占
め
る
「
丸
木
船
」
で
あ
っ
た
。

　（
七
）
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
油
川
組
の
漁
船
数

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）「
各
組
村
々
当
戸
数
人
別
諸
工
諸
家
業
牛
馬
職
去
八
月
よ

り
当
巳
七
月
迄
増
減
惣
括
帳
」（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
３
近
世
（
１
）　
青
森
市

　

二
〇
〇
二
年

　
三
三
〇
号
）
に
よ
れ
ば
、
油
川
組
の
船
数
は
五
六
艘
と
み
え
、
こ
れ
ら

は
「
大
船
」「
中
船
」「
小
船
」
に
区
分
さ
れ
る
。「
大
船
」
の
内
訳
と
し
て
「
弁
財
」

一
艘
、「
天
当
」
一
艘
の
計
二
艘
、「
中
船
」
の
内
訳
と
し
て
「
図
合
」
一
艘
、「
三

羽
」
七
艘
の
計
八
艘
、「
小
船
」
の
内
訳
と
し
て
「
丸
木
船
」
一
五
艘
、「
車
械
船
」
三

艘
、「
漁
船
」
二
三
艘
の
計
四
六
艘
（
但
し
、
小
船
に
つ
い
て
は
「
内
分
不
引
合
」
と

あ
る
）
で
あ
っ
た
。
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
油
川
組
に
属
す
る
村
々
に
お
い
て
、
漁
師
を

家
業
と
す
る
の
は
一
三
軒
で
あ
る
か
ら
、
廻
船
で
あ
る
「
弁
財
」「
天
当
」
の
二
艘
を

除
く
と
、
一
軒
あ
た
り
四
艘
以
上
も
の
漁
船
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
限
ら
れ
た
史
料
を
も
と
に
、
十
九
世
紀
弘
前
藩
領
に
お
け
る
漁
船
の
存
在
形

態
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
幕
末
に
至
る
ま
で
「
丸
木

船
」「
漁
船
」「
丸
木
漁
船
」「
合
漁
船
」
と
称
す
る
、
一
人
〜
二
人
乗
程
度
の
小
型
漁

船
が
漁
船
の
主
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
小
型
漁
船
の
な
か

で
も
、「
合
漁
船
」「
丸
木
漁
船
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
船
底
材
に
舷
側
板
を
取
り

付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
船
体
の
幅
を
広
げ
、
そ
れ
を
も
っ
て
耐
航
性
や
積
載
量
の
増
大

が
図
ら
れ
た
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
松
前
領
に
お
け
る
「
無
棚
」
造
り
と
津
軽
領
に
お
け
る

　
　「
ム
タ
マ
」
造
り
の
展
開

　津
軽
海
峡
を
は
さ
ん
で
津
軽
領
と
向
か
い
合
う
松
前
領
に
お
け
る
漁
船
に
つ
い
て

は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
松
前
領
江
差
沖
の
口
規
則
の
全
容
と
い
わ
れ
る
、

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）「
港
省
衙
規
則
」（『
江
差
町
史
』
第
一
巻
資
料
一

　
江
差
町 

一
九
七
七
年

　
四
三
〜
四
五
ペ
ー
ジ
）
の
「
造
船
役
物
」
の
項
に
よ
れ
ば
、「
い
そ

船
」「
保
っ
ち
船
」「
三さ

ん

半ぱ

船
」「
乗
替
船
」「
図
合
船
」「
中
遣
船
」「
大
中
遣
船
」
の
造

船
に
か
か
る
種
々
の
役
銭
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

　
　

○
造
船
役
物

　
　

一
、
銭
六
〇
〇
文

　
　
　

三
尺
以
下

　

四
尺
三
寸
迄

　
　

い
そ
船

　

保
っ
ち
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

百
八
拾
文

　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

　
　
　
　
　

弐
百
七
拾
文

　
　
　

板
杣
取
役

　
　
　
　
　

百
五
拾
文

　
　
　
　

造
役

　
　
　
　
　

〆

　
　

一
、
銭
壱
貫
弐
百
文

　
　

五
尺
三
寸
迄

六
尺
マ
テ

　
　

三
半
船

乗
替
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

　
　
　
　
　

六
百
文

　
　
　
　
　

板
杣
取
役

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

造
役

　
　
　
　
　

〆

　
　

一
、
銭
壱
貫
八
百
文

　
七
尺
迄

　
　

図
合
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

45
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壱
貫
五
拾
文

　
　
　

板
杣
取
役

　
　
　
　
　

四
百
五
拾
文

　
　
　

造
役

　
　
　
　
　

〆

　
　

一
、
銭
三
貫
弐
百
四
拾
文

　
八
尺
五
寸
迄

　
　

中
遣
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

　
　
　
　
　

弐
貫
三
拾
文

　
　
　

板
杣
取
役

　
　
　
　
　

八
百
拾
文

　
　
　
　

造
役

　
　
　
　
　

〆

　
　

一
、
銭
四
貫
三
百
廿
文

　
　

九
尺
五
寸
迄

　
大
中
遣
船

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

三
百
文

　
　
　
　
　

無
棚
杣
取
役

　
　
　
　
　

弐
貫
九
百
四
拾
文

　
板
杣
取
役

　
　
　
　
　

壱
貫
八
拾
文

　
　
　

造
船

　
　
　
　
　

〆
　
　
　
　（

下
略
）

「
い
そ
船
」（
幅
三
尺
（
約
九
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
）、「
保
っ
ち
船
」（
幅
四

尺
三
寸
（
約
一
・
三
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
）、「
三
半
船
」（
幅
五
尺
三
寸
（
約
一
・
六
メ
ー

ト
ル
）
ま
で
）「
乗
替
船
」（
幅
六
尺
（
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
）、「
図
合
船
」（
幅

七
尺
（
約
二
・
一
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
）
は
鯡
取
に
用
い
ら
れ
た
船
で
、「
中
遣
船
」（
幅

八
尺
五
寸
（
約
二
・
六
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
）
お
よ
び
「
大
中
遣
船
」（
幅
九
尺
五
寸
（
約

二
・
九
メ
ー
ト
ル
）ま
で
）
は
、
漁
夫
や
漁
具
、
漁
期
中
の
食
料
な
ど
の
仕
込
荷
物
や
、

漁
獲
物
で
あ
る
鯡
を
運
搬
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
船
で
あ
っ
た
。
右
の
史
料
か
ら
は
、

ま
ず
、
い
ず
れ
の
船
も
「
無む

棚た
な

」
と
「
板
」
の
二
種
類
の
部
材
を
用
い
て
つ
く
る
船
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
「
板
杣
取
役
」
に
つ
い
て
は
、
船
の
大
き
さ

（
こ
の
場
合
は
幅
に
よ
る
）
に
比
例
し
て
規
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、「
い
そ
船
」
お
よ
び

「
保
っ
ち
船
」
を
除
き
、
い
ず
れ
も
「
無
棚
」
の
杣
取
役
に
つ
い
て
は
三
〇
〇
文
と
一

定
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
図
合
船
」「
ホ
ッ
チ
」「
磯
船
」
の
合
船
役
金
に

つ
い
て
は
、
文
化
期
に
お
け
る
沖
の
口
支
配
業
務
の
状
況
を
知
り
う
る
「
松
前
・
吉
岡

沖
之
口
取
扱
御
収
納
取
立
方
手
続
並
問
屋
議
定
書
全
」（『
松
前
町
史
』
史
料
編
第
三
巻 

松
前
町

　
一
九
七
九
年 

一
三
八
ペ
ー
ジ
）
に
も
、

　
　
　（

前
略
）

　
一
、
図
合
船
無
棚
杣
取
役

　
　

船
大
小
ニ
不
拘
一
艘
分

　
銭
三
百
文

　
一
、
ホ
ッ
チ

磯

船
右
同
断

　
　
　
　
　

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銭
百
八
拾
文

　
　

右
無
棚
ト
申
ハ
船
底
敷
木
ノ
事
ヲ
申
候
、　（
下
略
）

と
み
え
る
。
つ
ま
り
「
船
底
敷
木
」
で
あ
る
「
無
棚
」
は
、
船
の
大
き
さ
に
関
わ
ら
ず

必
要
な
、
ほ
ぼ
一
定
の
材
積
の
用
材
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
船
の
大
き
さ
は
、
こ

の
ほ
ぼ
一
定
の
船
底
材
で
あ
る
「
無
棚
」
に
取
り
付
け
る
「
板
」
つ
ま
り
舷
側
板
に

よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
相
応
の
船
の
名
称
が
決
め
ら
れ
る
、
と
解
釈
さ

れ
よ
う
。

古
川
古
松
軒
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
幕
府
巡
見
使
に
随
行
し
た
際
、
江
差

で
漁
船
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
（『
東
遊
雑
記
』
東
洋
文
庫
27

　
平

凡
社

　
一
九
六
四
年
）。

磯
船
と
称
す
。
こ
れ
も
底
大
木
の
く
り
ぬ
き
な
り
。
松
前
海
上
は
浜
辺
一
、二

町
の
間
は
岩
石
数
多
な
る
ゆ
え
、
く
り
ぬ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
忽
ち
船
を
破
る
こ
と

に
て
、
大
小
と
な
く
松
前
に
あ
る
漁
舟
は
皆
み
な
底
は
一
め
ん
の
く
り
ぬ
き
な

り
。
こ
の
磯
船
と
称
せ
る
も
の
に
も
大
小
あ
り
て
、
長
さ
二
間
よ
り
二
間
半
、

三
、四
間
あ
る
舟
あ
り
。
横
は
不
調
法
に
せ
ま
く
し
て
、
尻
も
頭
も
な
く
、
勝
手

よ
き
方
へ
押
し
ま
わ
す
よ
う
に
つ
く
り
し
ふ
ね
な
り
。
沖
に
出
る
こ
と
は
そ
れ
ゆ

え
な
ら
ず
、
よ
う
よ
う
浜
辺
よ
り
二
、三
町
の
あ
い
だ
を
の
り
め
ぐ
る
船
ゆ
え
に

磯
船
と
い
う
な
り
。（
中
略
）

44
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磯
船
よ
り
上
の
浜
舟
を
「
ハ
ン
タ
船
」
と
称
す
。
土
人
に
文
字
を
尋
ね
し
に
知

ら
ず
と
い
う
。
半ハ

ン

淡タ

船
な
る
や
。
ハ
ン
タ
船
の
上
を
ス
ア
イ
船
と
称
す
。
洲
合
船

の
文
字
な
る
や
。
定
め
て
文
字
も
あ
る
べ
き
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
尋
ね
し
に
詳
か

な
ら
ず
。
右
の
三
船
は
漁
船
に
て
、
そ
れ
よ
り
う
え
の
舟
は
本
船
と
称
し
商
用
の

舟
な
り
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
松
前
領
で
用
い
ら
れ
た
漁
船
の
構
造
部
材
で
あ
る
「
無
棚
」
と

は
、
古
松
軒
の
説
明
す
る
、
一
木
を
刳
り
抜
い
て
つ
く
っ
た
刳
り
抜
き
材
で
あ
る
と
と

も
に
、
船
底
材
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
岩
礁
が
多
い
松
前
領
の

海
岸
地
域
に
稼
動
す
る
す
べ
て
の
漁
船
は
、
こ
の
「
無
棚
」
と
称
す
る
刳
り
抜
き
材
を

船
底
材
と
し
、
そ
れ
に
舷
側
板
を
つ
け
る
構
造
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
ほ
か
松
前
領
で
は
、「
向
地
」
よ
り
来
航
す
る
「
む
た
ま
造
」
の
船
を
対
象
に
、

廻
船
同
様
の
船
役
を
課
す
旨
が
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
四
月
に
指
示
さ
れ
て
い
る

（「
寛
政
十
年
沖
口
諸
御
役
並
問
屋
儀
定
控
」『
松
前
町
史
』
史
料
編
第
三
巻

　
松
前
町 

一
九
七
九
年

　
八
九
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
「
向
地
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
掲
げ
た
「
港
省

衙
規
則
」（
同
前
三
四
ペ
ー
ジ
）
に
、「
中
遣
船
以
下
向
地
ヨ
リ
買
下
シ
役
金
」
と
し

て
、　

一
、
中
遣
船

　
大
中
遣

　
弁
財

　
　

金
弐
両

　
一
、
三
半
船

　
図
合

　
　
　
　
　
　

金
壱
両
弐
歩

　
一
、
磯
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
弐
分

　
　
　

以
上

　
右
者
当
所
之
モ
ノ
他
国
ヨ
リ
買
船
致
候
節
取
立
候
事
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
本
州
方
面
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
の
「
む
た

ま
造
」と
は
、
い
か
な
る
構
造
の
船
で
あ
る
の
か
。「
国
日
記
」
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）

八
月
二
十
七
日
条
（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
３
近
世
（
１
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
二
年 

三
〇
五
号
）
に
よ
れ
ば
、
押
収
さ
れ
た
「
む
た
ま
壱
艘
」
が
、
弘
前
藩
領
油
川
村
で
入

札
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
国
日
記
」
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
三
月
四
日

条
に
は
、

一
、
野
内
町
清
右
衛
門
申
立
候
者
、
桂
無
玉
船
壱
艘
同
船
板
壱
枚
瀧
沢
山
之
内
平

沢
ニ
而
杣
取
願
之
儀
、
詮
義
之
上
桂
者
難
申
付
候
間
、
外
之
木
ニ
而
御
役
上
納

之
上
杣
取
、
又
右
衛
門
よ
り
申
付
之
、

と
、
野
内
町
の
清
右
衛
門
が
、
カ
ツ
ラ
の
「
無
玉
船
」
一
艘
と
「
船
板
」
一
枚
の
杣
取
を

願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弘
前
藩
領
に
お
い
て
も
「
む
た
ま
」
な
い
し
「
無
玉
船
」

が
、
船
材
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
松
前
で

い
う
「
向
地
」
の
概
念
に
は
、
当
然
弘
前
藩
領
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

弘
前
藩
領
浅
虫
村
の
庄
屋
安
兵
衛
に
よ
る
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）「
覚
書
」

（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
５
近
世
（
３
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
六
年

　
四
三
六
号
）
に

よ
れ
ば
、
浅
虫
村
の
忠
兵
衛
が
黒
石
藩
領
平
内
（
現
平
内
町
）
か
ら
購
入
し
た
ブ
ナ
の

「
無
玉
船
」
は
、
長
さ
が
三
間
、
幅
が
一
尺
五
寸
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

覚

　
一
、
ふ
な
木
無
玉
船
壱
艘

　
　

但
長
三
間

　
　

幅
壱
尺
五
寸

右
之
船
私
支
配
浅
虫
村
忠
兵
衛
儀
、
平
内
よ
り
買
越
参
候
旨
申
出
候
ニ
付
吟
味

仕
候
処
、
相
違
無
御
座
候
間
、
此
度
入
御
極
印
御
打
入
申
受
候
表
、
如
此
御
座

候
、
以
上
、

　
　

二
月
廿
五
日 

庄
屋
安
兵
衛
○

　
　
　

　
　

野
内
勤
番

　
　
　

対
馬
栄
作
様

ま
た
忠
兵
衛
が
、
こ
の
「
無
玉
船
」
に
極
印
を
受
け
た
上
で
新
造
し
よ
う
と
し
た
船

は
、
一
人
乗
の
「
丸
木
漁
舟
」
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　

覚

　
一
、
ふ
な
木
無
玉
船
壱
艘

　
　
　

但
平
内
よ
り
買
越
入
御
極
印
御
座
候
、
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一
、
杉
引
割
板
六
数

（
マ
マ
）　

　
　
　
　

但
当
村
八
幡
宮
ノ
社
木
ニ
而
両
御
極
印
御
座
候
、

　
一
、
〆
檜
六
尺
ノ
五
寸
角
壱
本

　
但
古
木

右
者
私
支
配
浅
虫
村
忠
兵
衛
と
申
者
、
前
書
之
木
柄
ヲ
以
丸
木
漁
舟
壱
人
乗
新

規
合
船
仕
度
旨
願
申
出
候
ニ
付
吟
味
仕
候
所
、
相
違
無
御
座
候
間
、
願
之
通
合

船
被
仰
付
被
下
置
度
、
此
段
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　

三
月

こ
の
「
丸
木
漁
舟
」
と
は
、
一
尺
五
寸
（
約
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
い
う
幅
か
ら

み
て
も
、
一
本
の
木
を
刳
り
抜
い
て
つ
く
っ
た
丸
木
船
そ
の
も
の
で
は
な
い
。「
丸
木

漁
舟
」
に
は
、「
丸
木
」
船
の
要
素
を
残
し
た
漁
船
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
丸
木
船
に

技
術
的
系
譜
が
連
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
含
意
が
あ
る
よ
う
だ
。
つ
ま

り
、「
丸
木
漁
舟
」
と
は
、
刳
り
抜
き
材
で
あ
る
無
玉
船
を
船
底
材
と
し
て
、
こ
れ
に

ス
ギ
材
を
引
き
割
っ
た
六
枚
の
舷
側
板
を
接
合
し
た
構
造
の
船
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
ほ
か
に
、

①
　

浅
虫
村
の
覚
蔵
が
、
一
人
乗
の
「
丸
木
漁
船
」
一
艘
を
盛
岡
藩
領
川
内
村

（
現
む
つ
市
）
か
ら
購
入
。

②
　

浅
虫
村
の
喜
八
が
、
久
栗
坂
村
の
弥
次
郎
の
所
有
船
で
あ
る
、
長
さ
三
間
二

尺
、
幅
四
尺
五
寸
の
「
丸
木
漁
舟
」
一
艘
を
購
入
。

③
　

浅
虫
村
の
浅
之
丈
が
、
久
栗
坂
村
の
弥
七
郎
の
所
有
船
で
あ
る
、
長
さ
三
間

二
尺
、
幅
四
尺
の
「
丸
木
漁
舟
」
一
艘
を
購
入
。

と
あ
り
、
中
古
の
「
丸
木
漁
舟
」
の
売
買
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら

に
は
、
同
じ
く
浅
虫
村
の
庄
屋
安
兵
衛
に
よ
る
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
正
月
「
諸

御
用
留
帳
」（『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
５
近
世
（
３
）　
青
森
市

　
二
〇
〇
六
年

　

四
三
七
号
）
に
は
、

　
一
、
丸
木
漁
舟
壱
人
乗
壱
艘

　
但
長
弐
間
五
尺

幅
三
尺
五
寸

右
者
私
支
配
浅
虫
村
安
兵
衛
と
申
者
、
此
度
南
部
川
内
村
三
五
郎
方
よ
り
買
越

ニ
付
願
申
出
候
ニ
付
吟
味
仕
候
所
相
違
無
御
座
候
間
、
依
之
御
改
之
上
焼
極
印

御
打
入
被
仰
付
被
下
度
、
此
段
奉
願
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　

四
月 

庄
屋

　
印
形

　
　
　
　
　

　
　
　
　

蝦
名
鉄
蔵
様

と
み
え
る
ほ
か
、

　
一
、
丸
木
漁
舟
壱
人
乗
壱
艘

　
但
長
四
間

　

四
尺
五
寸

右
者
私
支
配
浅
虫
村
次
助
と
申
者
、
此
度
南
部
安
渡
村
作
左
衛
門
方
よ
り
買
越

ニ
参
候
旨
断
申
出
候
ニ
付
吟
味
仕
候
所
相
違
無
御
座
候
、
依
之
御
改
之
上
焼
御

極
印
御
打
入
申
受
候
表
、
如
此
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　

辰
ノ
九
月
九
日 

代
庄
屋
五
郎
兵
衛

　
　
　

　
　
　
　

野
内
勤
番

　
　
　
　

同
所
警
固
蝦
名
鉄
蔵
様

と
あ
り
、
盛
岡
藩
領
の
川
内
や
安
渡
（
現
む
つ
市
）
が
「
丸
木
漁
舟
」
の
供
給
地
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
無
玉
船
」
を
用
い
て
つ
く
っ
た
構

造
の
「
丸
木
漁
舟
」
は
、
野
内
、
久
栗
坂
、
浅
虫
、
平
内
な
ど
の
津
軽
領
、
盛
岡
藩
領

の
川
内
や
安
渡
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
陸
奥
湾
沿
岸
地
域
に
普
及
し
た
も
の
で
、
中
古
船

と
し
て
の
売
買
も
行
わ
れ
る
ほ
ど
、
需
要
の
高
い
タ
イ
プ
の
漁
船
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

と
く
に
、
盛
岡
藩
領
の
川
内
や
安
渡
は
「
丸
木
漁
舟
」
の
生
産
地
で
も
あ
り
、
そ
の
市

場
は
弘
前
藩
領
に
ま
で
広
が
り
を
み
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
先
に
み
た
、
松
前
で
用
い
ら
れ
る
船
底
材
と
し
て
の
「
無
棚
」
と
、
津

軽
領
・
南
部
領
に
お
け
る
船
底
材
と
し
て
の
「
無
玉
」
は
、
同
じ
の
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
村
上
島し

ま
の
じ
ょ
う

之
允
（
号
は
秦は

た
あ
は
き
ま
る

檍
丸
）
撰
「
蝦
夷
生
計
図
説（

７
）

」
五
続
造
舟
の
部
に
説
明

さ
れ
る
「
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
フ
」
の
図
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

是
は
前
に
出
せ
る
舟
敷
の
事
也
。
夷
語
に
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
と
称
す
る
は
、
イ

タ
は
板
を
い
ひ
、
シ
ャ
キ
は
無
き
を
い
ひ
、
チ
ブ
は
舟
の
事
に
て
、
板
な
き
舟
と
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い
ふ
事
也
。
も
と
舟
の
敷
な
る
を
か
く
い
ふ
も
の
は
、
丸
木
を
と
り
た
る
ま
ゝ
に

て
左
右
の
板
を
付
ず
、
夷
人
河
を
乗
る
と
こ
ろ
の
舟
と
こ
と
な
ら
ざ
る
ゆ
へ
、
時

に
よ
り
て
は
其
ま
ゝ
に
て
河
を
乗
る
事
も
あ
る
ゆ
へ
に
か
く
は
い
へ
る
な
り
。
萬

葉
集
に
棚
な
し
小
舟
と
い
へ
る
は
こ
れ
な
る
に
や
。
今
に
至
り
て
船
工
の
語
に
、

敷
よ
り
上
に
つ
け
る
板
を
棚
板
と
い
ふ
。
さ
ら
ば
無
棚
小
舟
は
棚
板
な
き
舟
と
い

ふ
の
心
な
る
べ
し
。
今
本
邦
の
船
の
製
作
か
ゝ
る
敷
の
法
を
用
ひ
ざ
る
は
い
つ
の

頃
よ
り
に
か
有
ら
ん
。
カ
シ
キ
、
ヲ
モ
キ
な
ど
い
ふ
事
の
、
船
工
ど
も
の
製
作
に

初
り
し
よ
り
、

カ
シ
キ
と
い
へ
る
も
ヲ
モ
キ
と
い
へ
る
も
少
し
づ
ゝ
其
製
に
か
は
り
た
る
事

は
あ
れ
ど
も
、
格
別
に
た
が
ふ
と
こ
ろ
は
非
す
、
い
づ
れ
も
敷
を
厚
き
板
に

て
作
り
そ
れ
に
左
右
の
板
を
釘
に
て
固
く
と
ぢ
つ
け
て
、
本
文
に
い
へ
る
イ

タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
の
如
く
に
な
し
、
そ
れ
よ
り
上
に
左
右
の
板
を
次
第
に
つ

け
、
仕
立
る
也
。
製
至
て
堅
固
也
。
今
の
船
工
の
用
る
敷
の
法
み
な
こ
れ
也
。

其
製
の
堅
固
な
る
を
利
と
し
て
専
ら
そ
れ
の
み
を
用
ひ
し
よ
り
、
終
に
其
法
を
は

失
ひ
し
な
る
べ
し
。
今
奥
、
羽
の
両
国
松
前
と
ふ
に
て
は
、
な
を
其
法
を
伝
へ
て

猟
船
に
は
こ
と
ご
と
く
敷
に
右
の
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
を
用
ゆ
。
是
を
ム
タ
マ
と
称

す
。
ム
タ
マ
は
ム
タ
ナ
の
転
語
に
し
て
、
と
り
も
な
を
さ
ず
棚
板
な
き
舟
と
い
ふ

こ
ゝ
ろ
也
。
其
敷
に
左
右
の
板
を
つ
け
、
夷
人
の
船
と
ひ
と
し
く
仕
立
た
る
を
モ

チ
フ
と
称
す
。（
下
略
）

右
の
説
明
の
要
旨
は
、
お
お
む
ね
次
の
四
点
に
整
理
さ
れ
る
。

①
　

船
底
材
の
役
割
に
つ
い
て

・
　

ア
イ
ヌ
の
「
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
」
と
は
板
を
つ
け
な
い
丸
木
船
の
こ
と
で
あ

り
、
舟
敷
（
船
底
材
）
の
こ
と
で
あ
る
。

・
　

本
州
の
船
大
工
が
製
作
す
る
「
カ
シ
キ
」「
ヲ
モ
キ
」
も
、
厚
い
板
で
敷
に
す

る
こ
と
で
船
を
堅
固
に
す
る
も
の
で
、
丸
木
船
を
船
底
材
に
す
る
場
合
と
意
味
は

同
じ
で
あ
る
。

②
　

丸
木
船
を
船
底
材
と
す
る
造
船
技
術
の
変
遷
に
つ
い
て

・
　「

カ
シ
キ
」（
加
敷
）「
ヲ
モ
キ
」（
面
木
）
で
つ
く
っ
た
構
造
の
船
が
堅
固
で
あ

る
と
い
っ
て
、
船
大
工
が
皆
こ
の
技
術
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
丸
木
船
を
船
底

材
と
す
る
造
船
技
術
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
奥
羽
両
国
お
よ
び
松
前

な
ど
に
お
い
て
の
み
、
船
底
に
丸
木
船
を
用
い
る
技
術
を
今
な
お
伝
え
て
い
る
。

③
「
ム
タ
マ
」
の
語
義
に
つ
い
て

・
　

奥
羽
両
国
お
よ
び
松
前
な
ど
の
地
域
の
猟
船
は
、
船
底
に
丸
木
船
を
用
い
る
技

術
で
製
作
さ
れ
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
「
イ
タ
シ
ヤ
キ
チ
ブ
」
に
あ
た
る
も
の
を

「
ム
タ
マ
」
と
称
す
る
。

・
　「

ム
タ
マ
」
と
は
「
ム
タ
ナ
」
が
転
じ
て
で
き
た
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
「
棚
板
な
き
舟
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

④
　

ア
イ
ヌ
の
造
船
技
術
の
採
用
に
つ
い
て

・
　

船
底
材
で
あ
る
「
ム
タ
マ
」
に
左
右
の
舷
側
板
を
取
り
付
け
、
ア
イ
ヌ
の
船
と

同
じ
よ
う
に
仕
上
げ
た
船
を
「
モ
チ
フ
」
と
称
す
る
。

「
ム
タ
マ
」
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
自
体
に
特
に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

島
之
允
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
イ
タ
シ
ャ
キ
チ
ブ
」
の
和
訳
と
し
て
の
「
無
棚
（
ム
タ

ナ
）」
が
、
北
奥
地
域
に
お
い
て
人
口
に
膾
炙
さ
れ
る
う
ち
に
、
呼
称
と
語
義
が
乖
離

し
て
し
ま
い
「
ム
タ
マ
」
に
転
じ
た
、
と
み
て
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
よ
り

も
む
し
ろ
「
む
た
ま
壱
艘
」「
無
玉
船
壱
艘
」
な
ど
と
、
船
底
材
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
艘
、
二
艘
と
数
え
る
と
こ
ろ
に
、「
棚
板
な
き
舟
」（
＝
丸
木
船
）
の
本
来
的

意
義
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
の
言
葉
に
船
底
材
の
語
義
を
借
り
つ
つ
、
ま
た
、
丸
木
船
の

船
底
材
に
左
右
の
舷
側
板
を
取
り
付
け
た
構
造
を
も
つ
ア
イ
ヌ
の
「
縄
綴
船
」
の
造
船

技
術
を
も
採
用
し
た
と
こ
ろ
に
、
異
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
と
の
交
流
・
接
触
を
も
っ
た
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北
奥
地
域
造
船
界
と
し
て
の
、
ひ
と
つ
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に

み
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
、
津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
が
自
ら
は
「
縄
綴
船
」
を
製
作
し
て
い

な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
津
軽
領
に
お
け
る
「
ム
タ
マ
」
造
り

の
展
開
は
、
と
く
に
松
前
の
ア
イ
ヌ
の
、
船
底
材
で
あ
る
丸
木
船
の
両
舷
に
舷
側
板
を

取
り
付
け
る
造
船
技
術
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
州
の
船
大
工
が
「
カ
ジ
キ
」（
根
棚
と
も
い
う
。
船
底
材
で
あ
る
航か

わ
らの

両
側
に
つ

け
る
厚
い
棚
板
を
指
す
。
北
陸
地
方
で
は
「
お
も
木
」
と
も
呼
ぶ
）「
ヲ
モ
キ
」
を
用

い
る
技
術
に
移
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
い
ず
れ
の
方
法
を
採
っ
て
も
船
体

を
堅
固
に
す
る
点
で
は
大
き
な
差
異
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
奥
地
域
に
お
け
る

漁
船
の
分
野
で
は
、
依
然
と
し
て
、
単
材
刳
船
と
し
て
の
丸
木
船
、
そ
し
て
そ
の
丸
木

船
を
船
底
材
に
用
い
る
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
構
造
が
主
力
で
あ
り
続
け
た
。
こ
れ
は
ま

さ
に
、
津
軽
海
峡
や
陸
奥
湾
な
ど
の
海
の
道
を
媒
介
と
し
て
、
松
前
・
北
奥
地
域
と
い

う
一
つ
の
生
活
圏
が
共
有
し
続
け
た
造
船
技
術
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

十
八
世
紀
前
半
の
弘
前
藩
領
に
お
い
て
、
一
般
の
和
人
領
民
が
製
作
し
用
い
た
漁
船

の
タ
イ
プ
は
、
全
長
お
よ
そ
七
メ
ー
ト
ル
前
後
の
、
一
木
か
ら
刳
り
抜
い
た
丸
木
船
す

な
わ
ち
単
材
刳
船
が
主
力
で
あ
っ
た
。
領
内
で
は
、
と
く
に
陸
奥
湾
に
面
し
た
津
軽
半

島
東
北
部
の
地
域
と
、
日
本
海
に
面
し
た
津
軽
地
方
の
西
海
岸
地
域
が
、
村
領
や
そ
の

後
背
に
豊
か
な
山
林
を
抱
え
、
杣
取
に
至
便
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
年
間
一
〇
〇
艘
と

い
う
領
民
に
よ
る
漁
船
の
製
作
が
盛
行
を
み
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
船

材
と
な
る
樹
種
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
藩
の
利
用
統
制
に
よ
り
、
ク
リ
、
カ
ツ
ラ
、

ヒ
バ
と
い
っ
た
良
質
な
船
材
を
丸
木
船
と
し
て
調
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ト

チ
ノ
キ
、
ブ
ナ
、
ハ
リ
ギ
リ
を
中
心
と
し
た
耐
朽
性
に
劣
る
雑
木
を
利
用
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
船
材
を
用
い
た
丸
木
船
は
わ
ず
か
数
年
で
耐
用
年
数
を
迎
え

る
た
め
、
さ
ほ
ど
時
間
を
お
か
ず
に
新
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
伐
採
量

増
大
に
伴
う
船
材
木
払
底
の
危
機
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
領
民
側
で
は
、
従
来
の
丸
木
船
に
加
え
、「
丁
板
」「
か
わ
ら
」
と
称
す
る
船

底
材
を
「
水
押
」（
船
首
材
）
と
舷
側
板
で
接
合
し
た
「
合
漁
船
」
の
製
作
も
試
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
単
材
刳
船
の
積
載
能
力
の
限
界
と
、
雑
木
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
船
体
の
耐
朽
性
の
低
さ
を
克
服
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
、「
御
停
止
木
」
で
あ
っ
た
ヒ
バ
・
カ
ツ
ラ
を
部
材

と
し
て
調
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
が
あ
い
ま
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の

が
、「
合
漁
船
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
る
技
術
に

よ
っ
て
、
単
材
刳
船
で
あ
る
限
り
は
な
し
え
な
か
っ
た
、
船
体
の
幅
の
拡
大
が
可
能
と

な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
積
載
量
の
増
大
が
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

弘
前
藩
の
九
浦
を
は
じ
め
沿
岸
地
域
に
お
け
る
漁
船
の
分
野
で
は
、
近
世
を
通
じ
て

「
丸
木
船
」「
合
漁
船
」「
漁
船
」
の
ほ
か
、「
丸
木
漁
船
」
と
称
す
る
小
型
船
が
多
用
さ

れ
た
。「
丸
木
漁
船
」
と
は
、
浅
虫
村
を
中
心
に
重
用
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
ブ
ナ

材
な
ど
を
用
い
た
「
無
玉
船
」
と
称
す
る
刳
り
抜
き
の
船
底
材
に
ス
ギ
材
の
舷
側
板
を

取
り
つ
け
た
構
造
を
も
っ
て
い
た
。
当
時
、
盛
岡
藩
領
の
川
内
・
安
渡
が
こ
の
「
丸
木

漁
船
」
の
供
給
地
で
あ
り
、
津
軽
領
の
久
栗
坂
、
浅
虫
、
平
内
な
ど
、
と
く
に
陸
奥
湾

沿
岸
地
域
に
お
い
て
普
及
し
、
新
造
船
は
も
ち
ろ
ん
中
古
船
も
流
通
す
る
ほ
ど
需
要
の

高
い
船
型
で
あ
っ
た
。

津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
も
一
般
和
人
領
民
同
様
、
ト
チ
ノ
キ
・
ハ
リ
ギ
リ
な
ど
を
用
い
た

単
材
刳
船
を
多
用
す
る
と
と
も
に
、
船
底
材
や
舷
側
板
に
相
当
す
る
部
材
を
組
み
合
わ

せ
る
技
術
を
も
っ
て
、
よ
り
大
型
の
漁
船
を
も
製
作
し
用
い
て
い
た
。
十
八
世
紀
初

頭
、
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
縄
綴
船
」（
丸
木
船
の
両
舷
に
舷
側
板
を
縄
で
綴
じ
合
わ
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せ
た
形
式
）
は
、
松
前
の
ア
イ
ヌ
が
鯡
漁
に
使
用
す
る
船
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
お

り
、
津
軽
領
内
ア
イ
ヌ
は
自
ら
「
縄
綴
船
」
を
製
作
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

十
九
世
紀
に
至
り
、
丸
木
船
に
淵
源
を
も
つ
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
技
術
は
、
松
前

領
、
津
軽
領
、
南
部
領
、
秋
田
領
な
ど
北
日
本
地
域
に
し
か
み
ら
れ
な
い
独
特
の
も
の

と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
ム
タ
マ
」
造
り
の
動
向
に
注
目
す
る

と
、
そ
の
船
材
と
造
船
技
術
の
供
給
範
囲
は
、
領
内
の
み
な
ら
ず
津
軽
海
峡
や
陸
奥
湾

を
取
り
巻
く
北
奥
地
域
全
体
に
展
開
す
る
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
造
船
界
が
形
成
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
謝
辞
〕

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
弘
前
大
学
人
文
学
部
・
大
学
院
地
域
社
会
研
究

科
教
授
の
長
谷
川
成
一
先
生
か
ら
、
貴
重
な
ご
助
言
と
ご
指
導
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
こ

こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
二
名
の
査
読
者
か
ら
、
貴
重
な
ご
意
見
と

ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註（
１
）
み
ち
の
く
北
方
漁
船
博
物
館
（
青
森
県
青
森
市
）
に
は
「
津
軽
海
峡
及
び
周
辺
地
域
の
ム
ダ
マ

ハ
ギ
型
漁
船
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
六
七
隻
」（
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
）
が
収
蔵
・
展
示
さ
れ
る
。
ム

ダ
マ
ハ
ギ
と
は
津
軽
海
峡
を
中
心
に
秋
田
県
の
北
部
、
岩
手
県
の
北
部
か
ら
北
海
道
一
円
に
か
け

て
の
地
域
に
広
く
分
布
し
て
い
た
形
式
の
木
造
漁
船
で
あ
る
。
カ
ツ
ラ
や
ブ
ナ
、
ス
ギ
、
ヒ
バ
な

ど
を
用
い
た
ム
ダ
マ
と
称
す
る
船
底
部
の
刳
り
抜
き
材
を
使
用
し
、
こ
の
平
底
の
船
底
に
タ
ナ
イ

タ
（
カ
イ
グ
と
も
）
と
い
わ
れ
る
舷
側
板
を
接
ぎ
合
わ
せ
、
ア
バ
ラ
と
呼
ぶ
補
強
材
を
つ
け
た
も

の
で
、
ほ
か
に
は
み
ら
れ
な
い
独
特
の
構
造
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
す
で
に
指
定
さ
れ
て
い
る
丸
木

舟
や
、
ド
ブ
ネ
な
ど
の
オ
モ
キ
造
り
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
で
、
わ
が
国
の
木
造
船
の
発
達
過
程

を
理
解
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
監

修
『
月
刊
文
化
財
』
一
九
九
八
年
一
月
号

　
第
一
法
規
株
式
会
社
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

図
１
は
、
ム
ダ
マ
ハ
ギ
と
し
て
も
っ
と
も
一
般
的
な
構
造
で
、
地
域
的
に
も
最
も
広
範
囲
に
分
布

す
る
、
ム
ダ
マ
（
刳
り
抜
き
の
船
底
材
）
に
タ
ナ
イ
タ
（
舷
側
板
）
を
一
枚
ず
つ
接
合
し
た
構
造

の
実
測
図
で
あ
る
。
昭
和
五
十
二
、
三
年
頃
の
製
作
で
、
青
森
県
佐
井
村
矢
越
で
収
集
さ
れ
た

「
イ
ソ
ブ
ネ
」（
重
要
有
形
民
俗
文
化
財

　
指
定
番
号
三
│
〇
七
）。
み
ち
の
く
北
方
漁
船
博
物
館

所
蔵
。

（
２
）
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
「
津
軽
海
峡
及
び
周
辺
地
域
の
ム
ダ
マ
ハ
ギ
型
漁
船
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

六
七
隻
」
の
う
ち
、
岩
手
県
久
慈
市
で
収
集
さ
れ
た
ム
ダ
マ
ハ
ギ
構
造
の
「
カ
ッ
コ
」（
指
定
番

号
四
│
〇
四
）
の
製
作
年
代
が
昭
和
二
十
年
十
一
月
で
あ
る
。
ま
た
、
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か

で
は
、
青
森
県
六
ヶ
所
村
泊と

ま
りで

収
集
さ
れ
た
、
指
定
番
号
三
│
二
二
の
「
マ
ル
キ
ブ
ネ
」（
単
材

刳
船
）
が
最
も
古
く
、
明
治
三
十
年
頃
の
製
作
で
あ
る
。

（
３
）｢

国
日
記｣

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
閏
五
月
二
日
条

一
、
山
役
人
三
上
十
兵
衛
・
本
間
吉
兵
衛
・
釣
金
次
郎
右
衛
門
・
新
田
藤
兵
衛
書
付
に
て
郡
奉
行

迄
申
立
候
者
、
赤
石
組
海
辺
浦
之
者
共
雑
木
せ
ん
ノ
木
・
栩
ノ
木
・
し
な
ノ
木
・
し
こ
ろ
へ
・

ふ
な
ノ
木
ニ
而
年
々
漁
船
数
百
艘
宛
打
出
シ
申
候
、
依
之
御
役
銀
少
々
宛
も
御
取
上
ヶ
可
被
遊

候
哉
、
漁
船
之
儀
に
御
座
候
得
者
漁
師
共
別
而
難
儀
仕
儀
無
御
座
候
、

　
　
　
　（

中
略
）

　
郡
奉
行
付
紙

　
山
役
人
共
申
立
候
趣
僉
儀
仕
候
処
紙
面
之
通
尤
成
儀
奉
存
候
、
漁
船
之
儀
舟
材
木
願
申
出
候
節

沙
汰
仕
相
応
之
御
役
銀
差
上
ヶ
杣
取
仕
候
様
被
仰
付
候
儀
如
何
可
被
仰
付
候
哉
、

　
　
　
　（

中
略
）

　
　

外
ニ
郡
奉
行
・
町
奉
行
・
勘
定
奉
行
付
紙

一
、
雑
木
漁
船
壱
艘

　
　
　
　
　
　

御
役
銭
八
匁

　
　
　
　（

中
略
）

　
右
之
通
向
後
御
役
取
立
候
様
被
仰
付
候
哉
、

　
　
　
　（

中
略
）

右
之
通
申
立
候
ニ
付
、
大
道
寺
隼
人
江
相
達
付
紙
之
通
向
後
御
役
取
立
并
津
出
御
停
止
之
儀
も

夫
々
申
付
候
旨
右
書
付
に
て
勘
定
奉
行
江

遣
之
、
尤
郡
奉
行
江

も
甚
右
衛
門
よ
り
申
遣
之
、

（
４
）
御
停
止
木
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
土
谷
紘
子
「
天
保
飢
饉
時
の
弘
前
藩
に
お
け
る
山
林
利
用
│

天
保
五
年
四
月
「
兼
平
村
栗
木
盗
伐
詫
証
文
」
を
手
か
が
り
と
し
て
│
」（
長
谷
川
成
一
監
修

『
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
変
容
│
創
造
さ
れ
る
歴
史
像
│
』
岩
田
書
院

　
二
〇
〇
八
年
）
に

詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
国
日
記
」
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
七
月
二
十
七
日
条
に
は

「
御
停
止
木
」
と
し
て
山
漆
・
槐
・
槻
・
桑
・
桐
・
松
・
檜
・
杉
・
椹
の
九
種
が
み
え
、
桂
・

栗
・
朴
が
追
加
さ
れ
た
。
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
は
、
檜
・
杉
・
松
・
栗
・
槻
・
槐
・
栃
・

椹
・
漆
・
柏
木
・
栓
・
榀
・
栲
の
一
四
種
の
伐
採
が
禁
じ
ら
れ
（「
津
軽
年
表
」
十
『
日
本
林
制

史
資
料

　
弘
前
藩
』
四
四
三
ペ
ー
ジ
）、「
国
日
記
」
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
八
月
二
十
一
日
条

に
よ
れ
ば
、
杉
・
檜
・
桂
・
槻
・
五
葉
松
・
柏
木
・
漆
・
椹
・
桐
・
楮
・
栗
・
の
一
二
種
が
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
停
止
木
の
種
類
は
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
と
指
摘
す
る
。
停
止
木
を
許
可
無
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く
伐
採
す
る
と
「
徒
伐
（
盗
伐
）」
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
な
り
、
停
止
木
を
除
く
木
は
「
雑
木
」

と
総
称
さ
れ
薪
炭
材
や
建
材
に
用
い
ら
れ
た
。

（
５
）「
天
当
船
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
前
期
津
軽
領
の
廻
船
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
地

域
社
会
研
究
』
第
５
号

　
二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
、「
国
日
記
」
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
九

月
二
十
六
日
条
の
海
難
記
事
か
ら
、
二
五
石
〜
三
五
石
積
、
二
、
三
人
乗
の
大
き
さ
で
、
柾
・
垂

木
な
ど
の
材
木
や
流
木
（
薪
材
を
指
す
）
や
塩
な
ど
を
廻
漕
す
る
、
陸
奥
湾
沿
岸
地
域
に
活
動
す

る
小
廻
し
船
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
ま
た
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
「
滝
屋
御

用
留
」（
青
森
県
立
図
書
館
蔵

　『
青
森
県
史
』
資
料
編
近
世
２

　
青
森
県

　
二
〇
〇
二
年

　
五
三

二
号
）
に
よ
れ
ば
、
郡
中
人
別
戸
数
増
減
書
上
に
つ
い
て
、「
一
、
川
舟
ニ
て
も
荷
舟
は
積
石
、

漁
舟
は
丈
幅
、
明
細
ニ
書
出
候
様
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
よ
り
積
石
数
が
重

視
さ
れ
る
「
天
当
船
」
に
つ
い
て
は
、
漁
船
で
は
な
く
荷
船
と
み
な
し
て
か
ま
わ
な
い
。

（
６
）
弘
前
藩
で
は
物
資
や
人
の
出
入
り
を
限
定
す
る
九
浦
制
が
お
か
れ
て
い
た
。
青
森
・
鰺
ヶ
沢
を

両
浜
と
い
い
、
両
浜
に
十
三
・
深
浦
を
加
え
て
四
浦
と
称
し
、
蟹
田
・
今
別
を
二
浦
と
い
い
、
以

上
の
各
湊
に
大
間
越
・
碇
ヶ
関
・
野
内
の
三
関
所
を
加
え
て
、
九
浦
と
称
し
た
も
の
で
、
寛
文
〜

延
宝
期
（
一
六
六
一
〜
八
〇
）
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
難
波
信
雄
「
津
軽
藩
九
浦

制
沿
革
小
考
」『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
号

　
一
九
八
四
年
に
よ
る
）。

（
７
）『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
四
巻

　
探
検
・
紀
行
・
地
誌

　
北
辺
篇（
三
一
書
房

　一
九
六
九

年
）
に
よ
る
。
村
上
島
之
允
は
幕
府
の
普
請
役
雇
で
絵
図
師
。
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
は
東

蝦
夷
地
を
探
検
し
て
国
後
島
へ
至
り
、
寛
政
十
二
年
に
東
蝦
夷
地
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に

は
西
蝦
夷
地
を
踏
査
し
た
。
蝦
夷
地
の
風
俗
、
産
物
を
描
き
簡
単
な
説
明
を
付
し
て
編
ん
だ
「
蝦

夷
島
奇
観
」
に
満
足
せ
ず
、「
稲
穂
図
説
」「
耕
作
図
説
」「
造
舟
図
説
」
な
ど
を
完
成
さ
せ
た
。

こ
の
遺
稿
が
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
三
月
に
「
伊
勢
秦
檍
丸
撰
、
常
陸
間
宮
倫
宗
増
補

　
蝦
夷

生
計
図
説
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
（
以
上
、
同
書
「
蝦
夷
生
計
図
説
解
題
」
に
よ
る
）。
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Fishing Boat Construction Trends
in the Northern Japanese regions
 In the Early Modern Period

Ishiyama Akiko

Abstract：
What construction type, size, and quantity of fi shing boats were produced in Northern Japan, in 

the early modern period? What regional characteristics were there?
The Hirosaki clan in the fi rst half of the 18th century produced fi shing boats dug out of a single 

tree, measuring around 7 meters in total length. While a large number of smaller boats were 
produced as well, it was not possible to make boats from quality wood like Japanese chestnut or 
Judas trees under domain regulations. This made the use of horse chestnut, beech, castor oil and 
other tree varieties that were not decay-resistant unavoidable.

During the Awasegyosen construction, the bottom board, called a “Chouita” or “Kawara”, was 
connected to the “Miyoshi” (stem) with wooden planks forming the boat’s side. These fi shermen 
were attempting to overcome the limited carrying capacity and low decay resistance of the single-
material canoes. I believe the Awasegyosen was born from that, coupled with the new availability 
of Gochoujiboku (trees prohibited from logging) such as Judas and cypress trees as materials.

In the fi eld of fi shing boats in coastal regions, starting with Kuura of the Hirosaki clan, great use 
was made of small-sized boats called “Maruki-gyosen” made with the Mutamabune construction, 
where planks were instead mounted to the boat bottom. In the Morioka Domain, Kawauchi and 
Ando were the supply areas for these ships. The “Maruki-gyosen” were prized in the Tsugaru 
regions of Kugurizaka, Asamushi, Hiranai, and especially off  the coast of Mutsu bay, where the 
newly built ships were understandably in higher demand than second hand ones. 

Coming to the 19th century, we start to see regional diff erences in construction techniques for 
“Mutama”, which had their origin in dugout canoes. These diff erences were seen in the Northern 
Japanese regions of Matsumae, Tsugaru, Nanbu, and Akita.
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